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Ⅰ. 序論 

 

1.  研究の背景 

1.1 うつ病と職場復帰支援 

1.1.1職場復帰支援の現状 

厚生労働省の報告では、うつ病の生涯有病率は 3～16％であり、その患者数は 2002

年 71.7万人、2005年 92.4万人、2008年 104.1万人と増加している 1)。 

その流れの中で、2000 年代前半からうつ病による休職に対する労働復帰支援、すな

わち復職支援に注目が集まり、2000年に当時の労働省により、「事業場における労働者

の心の健康づくりのための指針」が策定された。この指針では事業主に対して、心の問

題を抱えた社員への基本的な措置（メンタルヘルスケア）を行えるよう、ケアの指針や

相談窓口の設定、メンタルヘルスの教育研修、労働環境の改善の必要性が示されている

2)。 

また 2004年には厚生労働省から「こころの健康問題により休業した労働者の職場復

帰支援の手引き」が出され、2009 年の改定では、復職前に短時間の労働を実施させる

試し出勤等の復帰支援プログラムの内容が追加された 3)。 

リハビリテーションの領域では、休職中のうつ病患者に対する復職支援の取り組みが

本格化し、リワークプログラムと呼ばれる復職支援プログラムや職場環境の評価方法、
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介入方法の妥当性が検討されている。リワークプログラムでは、休職中の自宅での生活

と復帰後の職場での生活とのギャップを埋めるため、決まった時間にプログラムに参加

する、調子の変動に左右されず一定の時間何らかの作業活動を実施するなど、具体的な

職場復帰をイメージした支援が行われる。また職場での人間関係の問題や行動上の問題

に対し、問題解決技法のトレーニングとして、認知行動療法が実施される 4)5)。 

1.1.2 賃金労働におけるストレスモデル 

 これらのプログラム実施の背景には、職場での労働における問題点の解明と、患者の

ストレス状況の把握を目的とした多くの基礎的研究がある 6)。またその背景理論として、

賃金労働とストレスの関連については二つの大きなモデルがある。 

第一のモデルはKaresekらの「Job Demands-Control-Support model(JDC-Sモデル) 

7)」である。これは労働状況とストレスの関係に着眼したモデルである。仕事の要求量

と裁量権、サポートを三つの軸として考え、そのバランスによって労働のストレス度や

特性を把握する。裁量権が低い状況、要求量が多い状況、サポートが少ない状況が高ス

トレスとなり、この 3つの状況を満たす労働が最もストレスの高い労働としている。こ

のKaresekのモデルに基づき、評価表JCQ(Job contents questionnaire) 8)が作成され、

多くの研究で利用されている 9)。 

またこのモデルを含み、多面的な要素を持つ評価表として、米国の国立労働安全研究

所によって作成された National Institute for Occupational Safety and Health 職業性
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ストレス調査票（以下 NIOSH職業性ストレス調査票）がある。この調査票では、労働

環境や作業において必要とされる認知的能力，対人関係など複数の要素が含まれている

ため、より総合的な視点からストレス状況の評価が可能である 10)。この第一のモデル

は労働の中のストレス要因を調査し、問題点を改善するという視点から成り立っている。

すなわち実際の支援場面では、これらの調査票を利用し、労働内の課題をスクリーニン

グし、介入するという手法がとられる。 

第二のモデルは Siegristらの「Model of Effort-Reward Imbalance（以下 ERI）(努

力－報酬不均衡モデル) 11)」である。このモデルでは労働（努力）と報酬のバランスと

いう観点からその職場のストレス、本人の捉え方を評価することが可能である。このモ

デルに基づき「努力－報酬不均衡モデル職業性ストレス調査票（以下 ERI 調査票）」

が作成され、利用されている。この調査票では努力の程度と、経済的な報酬・雇用や昇

進についての安定性などの報酬を測定し、努力と報酬の比率を計算する。また対象者個

人の要因で努力を促進する性格傾向、「オーバーコミットメント特性」についても測定

し、そのとらえ方からストレスに対する反応性を測定する。この評価表は日本語版が作

成され、標準化されている 12)。この第二のモデルは、労働内の問題点を調べるのでは

なく、むしろ労働内で発揮されている努力と報酬のバランスを見て、そこからストレス

状況を把握するという特徴をもつ。第一のモデルと比較すると、報酬という労働内のメ

リットにも着眼し、バランスを検討するという違いを持つ。 
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現在、多くの実践が行われている労働への復職支援プログラムでは、これらのモデル

に基づいて作成された JCQ 、NIOSH職業性ストレス調査票、ERI評価表などの標準

化された評価表を用い、支援の妥当性と効果を検討している 4)5)。これらの評価表はい

ずれも賃金労働に対しては高い再現性と妥当性を有しており、海外で作成されたのち日

本語に翻訳されている。また労働復帰支援の場面では第一のモデルに基づき、労働内の

ストレス要因を発見し、改善するという報告が圧倒的に多い。 

1.1.3 NIOSH職業性ストレス調査票について 

  NIOSH 職業性ストレス調査票は第一のモデルに依拠し、NIOSH 職業性ストレス

モデルに基づいた賃金労働における自記式調査票である。先に挙げた調査票の中でも最

も項目数が多く、詳細な調査が可能である。NIOSH職業性ストレスモデルでは仕事上

のストレッサー、個人要因、仕事外の要因、緩衝要因の 4つの要因がストレス反応を引

き起こすとされている。調査票ではその 4つの要因にストレス反応を加えた 5つの要因

について、下位尺度がそれぞれ設けられている。内容を図１に示す。 

 この調査票は 1998 年に米国国立職業安全保健研究所 (National Institute for 

occupational Safety and Health )によって作成された。この調査票を使用した賃金労働

における調査は海外、日本ともに多く実施されている。内容は職種別に労働内でのスト

レス要因を調査するもの 13)14)や、歯ぎしりや睡眠等の身体状況と労働内ストレスとの関

連を調査するもの 15)など多岐にわたっている。 
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 尺度数は 20尺度であり、尺度すべての設問を合わせると、全 142設問からなる。そ

の内訳は、仕事上のストレッサー(13 尺度 89 設問)、仕事外の要因(1 尺度 7 設問)、個

人要因(1尺度 1設問)、緩衝要因(3尺度 12設問)、ストレス反応(2尺度 24設問)である。

またこの調査票は調査目的に応じて、一部分の尺度を使用することが可能であり、得点

は尺度別に算出ができる。また本調査票は原谷らによって翻訳され、その信頼性・妥当

性が確認されている 16)。詳細を表 1に示す。 

 

図 1) NIOSH職業性ストレスモデル(括弧内はその要因の持つ尺度数を示す） 
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表 1）NIOSH職業性ストレス調査票 

モデル内分類 尺度（設問数） 

仕事上のストレッサー 

物理的環境（10） 

役割葛藤（8） 

役割曖昧さ（6） 

対人葛藤（グループ内）（8） 

対人葛藤（グループ間）（8） 

仕事の将来の曖昧さ（4） 

労働の裁量権（16） 

雇用機会（3） 

量的労働負荷（11） 

労働負荷の変動（3） 

人々への責任（4） 

技能の低活用（3） 

認知的要求（5） 

仕事外の要因 仕事外の要因（7） 

個人要因 自尊心（10） 

緩衝要因 

社会的支援－上司（4） 

社会的支援－同僚（4） 

社会的支援－家族・友人（4） 

ストレス反応 

身体的自覚症状（17） 

職務満足感（4） 

抑うつ（20） 
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1.2  女性のうつ病と労働 

前述のように、うつ病の領域では、現在、多くの労働復帰支援が展開され、その報告

がなされている。一方で、うつ病の罹患率は、厚生労働省の報告では女性は男性の約二

倍であり、出産や更年期障害などホルモンバランスの変化や、労働条件格差などの社会

的要因などうつ病のリスクとなる要因が多いとされている 17)。これらから、労働の復

帰支援を必要とする女性のうつ病患者は多いと考えられる。しかし田村らの文献調査に

よると、復職支援に関連する報告の中心は主に男性の復職支援や薬物療法に関連するも

のであり、女性の職場復帰に関するものは少ない 18)。 

 またうつ病女性の労働復帰支援を考えた場合、女性は男性と異なり、家事労働、賃金

労働の二つの側面を持つ。2011 年度の総務省の生活基本調査では共働き世帯で男性が

一週間に 42分間の家事を実施しているのに対し、女性は 3時間 35分となっている 19)。

これらから、家事労働の主な担い手は女性であり、家事労働の要素が女性の労働には大

きいことが予測される。この点から、女性の労働復帰支援には家事労働の支援を含むこ

とが必要であると考えられる。これまで抑うつやうつ病に関して、家事労働の視点に持

つ調査は、社会的背景因子、役割ストレス、家事労働の分担、家事要求量、家事労働で

の報酬という観点等から実施されている。以下にその詳細を示す。 
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1.2.1  社会的背景因子と抑うつとの関連性 

社会的背景因子と抑うつとの関連を検討した調査は、主に国勢調査を利用したものが

多い。Walters らのカナダにおける調査 20)では、国勢調査(NPHS)の結果を利用して、

賃金労働、家事労働の状況や職場内での地位、労働環境、経済状況、婚姻状況、扶養家

族の数や子供の年齢などの要因と精神面（ストレス状況）、身体面の健康(リウマチ)と

の関連を性の違いによる観点から検討している。その結果、女性の場合は仕事の身体的

負担やサポート等の賃金労働状況、婚姻の有無が精神的健康に関連し、子供の年齢と自

身の年齢が身体的健康に影響を及ぼすことが明らかになった。 

また Soares らの研究 21)では、バーンアウトの得点調査票である Shiron-Melamed 

Burnout Questionnaire (SMBQ)を用いて high burnout群、low burnout群の二群を

設定し、労働条件や婚姻状況、家事労働時間などを検討した。この 2 群では婚姻状況、

一週間の賃金労働時間数、労働要求量、仕事の裁量権、サポートの有無、教育年数、自

身の出身地が他国であるかどうかという点において差が見られた。 

1.2.2  役割ストレス・多重役割と抑うつとの関連性の検討 

 女性がライフサイクルの中で求められる主婦、職業人、母親といった多様な役割とう

つ病との関連性は多くの先行研究で示唆されている。例えば Glynn らの研究 22)では、

役割遂行の中でも、その役割が過剰であり、自身の処理量を超えていると感じている状

況、role overload に着目し、社会的背景因子と、role overload、仕事や婚姻状況への
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満足度とメンタルヘルスの状況について、電話での質問調査を用いて検討した。その結

果、メンタルヘルスに最も影響を及ぼすのは role overloadであることが明らかとなっ

た。 

 また Simonらの研究 23)では親役割の視点から調査を行った。その結果、女性の方が

親役割のアイデンティティが男性よりも強く、またそのアイデンティティがストレスに

最も強く関係がしていることが示唆された。この研究では女性の役割ストレスに対する

脆弱性についても検討が行われており、女性の方が役割ストレスを感じやすく、またそ

れに対しても弱いということが報告された。 

1.2.3  家事労働の分担と抑うつとの関連性の検討 

 家事労働を同居している家族とどのように分担するかという観点から、抑うつとの関

連性を検討した研究もいくつか見られる。例えば、Chloeらの研究 24)では、夫婦に対し

て家事労働の分担割合を聴取し、同時にその分担に対する満足感、賃金労働実施の有無、

精神的健康度を調査した。その結果、メンタルヘルスに最も影響を及ぼしているのは分

担に対する満足感であり、分担は妻の賃金労働時間に依存していることが明らかとなっ

た。 

 また Glass25)らも同様の調査を実施しており、分担に関する満足度がメンタルヘルス

に影響を及ぼしていることを示唆するとともに、男性は賃金労働の公平的な分担、女性

は家事労働の公平的な分担に強く影響を受けることを明らかにしている。 
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1.2.4  家事労働の要求量と抑うつとの関連性の検討 

 賃金労働の労働量とメンタルヘルスの関係についてはすでに治療的効果の検証が行

われており、復帰支援プログラムにおいても労働量の調整は重要な支援である。一方、

家事労働における労働量は計測しにくいという側面があるものの、要求量という視点か

ら検討を行っている報告もある。例えば、Karen らの研究 26)では、賃金労働内のスト

レス調査とともに、家事労働時間や子供の年齢、経済状況など社会的因子を調査しその

関連を検討した。その結果 18 歳以下の子供がいるという因子がうつ病に対してリスク

因子であることが明らかとなった。すなわち家事労働の影響の大きさとともに、子供が

いることによる家事労働量の増加の可能性を報告している。 

 同様に Melchiorらの研究 27)では賃金労働上のストレスおよび扶養家族の数と、精神

疾患による休職との関連性を調査した。その結果、扶養家族の数が影響を及ぼしており、

特に女性においてその関連性が強いことが示唆されている。 

 賃金労働の調査と比較すると、家事労働の調査は圧倒的に少ないという現状がある。

しかし前述したように、社会的な背景因子との関連、役割ストレス、家庭内の労働分担、

家事労働の要求量など、部分的ではあるものの、家事労働におけるストレス要因の調査

は実施されている。これらの結果からも、家事労働におけるストレス要因が抑うつやう

つ病に影響を及ぼすことが示唆されており、より詳細で網羅された調査が必要であるこ

とが考えらえる。またこれらの調査の形態は、賃金労働でいえば、家事労働内のストレ
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ス要因を調査するという第一のモデルに依拠する。 

 

1.2.5  報酬と家事労働との関係 

 努力と報酬のバランスに着眼する賃金労働での第二のモデルに依拠する家事労働での調

査について述べる。この第二のモデルは 1.1で前述したSiegsistらによるERI11)である。

このモデルは労働者が提供している努力とその対価として得られる報酬とのバランス

の不均衡がうつ病等のメンタルヘルスの問題を引き起こすとされている。またこのモデ

ルに基づき、ERI調査票が作成され、Tsutsumiら 11)により日本語版に翻訳されている。 

 一方家事労働における報酬に関しては Sperlich ら 28)が賃金労働のモデルである ERI

を家事労働に応用し、家事労働における報酬を検討したのちに、その評価表を作成して

いる。この評価表の中では、家事労働の報酬は子供に対する母親役割とその成果に対す

る喜び、パートナーを情緒的にサポートできるという喜びであるとされている。この家

事労働版の評価表は現在も改訂が続けられており、日本語への翻訳も行われていない状

況である。ゆえに、日本においてはこの第二のモデルに基づいた家事労働の調査は、筆

者の調べた限りでは実施されていない。 
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1.3 先行研究内で使用されている抑うつ・うつ病に関する尺度 

 前述した先行研究では、ストレス、そのストレスに影響を及ぼす労働内の各要因の調

査が実施されている。また一方で抑うつやうつ病に対しては複数の尺度が使用されてい

る。うつ病における重症度の評価尺度では面接形式で測定する Hamilton Rating Scale 

for Depression(HAM-D)や Beck Depression Inventory(BDI)、Montgomery Asberg  

Depression Rating Scale(MADRS-J)が多く用いられている。また抑うつの評価尺度で

は 自 記 式 の 尺 度 で あ る The Center of Epidemiologic Studies Depression 

Scale(CES-D)が最も多くの研究で使用されている。CES-Dでは、対象者は最近一週間

の心や体の状況について、「普段はなんでもないことが煩わしい」、「なかなか眠れない」、

「皆がよそよそしいと思う」等が一週間でどのくらいあるかを、「一週間で全くない、

あっても 1日続かない」～「週のうち 5日以上」まで四件法で回答する。全 20問で構

成され、合計得点が 16点以上の場合、うつ病の可能性が高い。 

 またうつ病の診断には「精神障害の診断と統計の手引き（Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder(DSM)）」や「疾病及び関連保険問題の国際統計分類

(International Statistical Classificaiton of Diseased and Related Health 

Problems(ICD)」の使用が多く、現在では DSM の使用が最も一般的である。DSM は

精神科医が患者を診断する際の指針を示すためにアメリカ精神医学会が定めた。現在で

は、第 4 版（DSM-4－TR)が使用されており、「大うつ病エピソード」の診断基準は 9
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つの症状のうち、必須症状である 2 つを含む 5 つ以上の症状が 2 週間以上続いた場合

にうつ病と診断される 29)。 

2.  先行研究の課題と本研究に至った着想 

 先行研究からうつ病の支援の多くは男性の賃金労働復帰に対するものが多く、女性に

対する支援は少ないことが分かった。またそれゆえに、女性に偏りがちな家事労働にお

ける支援の報告はほとんど見られない。また支援の実施に先立って必要とされるストレ

スに関する調査については、特定の要素と抑うつを調査した報告に限られており、家事

労働の支援方法の確立には調査が不足していることも明らかとなった。しかしうつ病の

罹患率には性差があり、実際には女性は男性の二倍の罹患率である。ゆえに支援対象と

なりうる患者数は多く、根拠に基づく効果的な支援方法の確立は必要であると考えらえ

れる。そのためには、支援の介入標的となるストレス要因の把握が必要である。その観

点から、前述のように先行研究を調査すると、賃金労働、家事労働におけるストレス要

因の調査に関する先行研究ではいくつかの問題点が示唆される。 

第一の問題点は家事労働のストレス評価に使用できる尺度が少ない点である。賃金労

働では、複数の標準化された評価表があり、労働を捉えるモデルも構築されている。し

かし家事労働では、疫学的な社会的因子からの調査、もしくは家事の分担状況や要求量

など限られた一側面からの検討にとどまっており、家事労働を全体から捉え、ストレス

要因を抽出できる評価表は存在していない。また家事労働の全体の要因を網羅的にとら
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える調査も実施されていない。 

 第二の問題は、うつ病患者の家事労働におけるストレス要因が把握されていない点で

ある。これは前述の使用できる尺度がないということにも起因する。しかし賃金労働と

比較すると、家事労働のストレス要因の調査は圧倒的に少ない。またその調査の大半が、

健常女性もしくはうつ病女性のいずれかを対象とし、ある特定の要因と抑うつ、もしく

はうつとの関連性検討している。健常者とうつ病者を比較する研究は少ないため、家事

労働におけるうつ病患者の特徴的ストレス要因の把握できず、その解明に至っていない。 

 第三の問題点は、うつ病との関連性が大きいストレス因子が明らかになっていない点

である。うつ病患者に特異的なストレス因子は環境因子、賃金労働上の因子、家事労働

上の因子などが先行研究から報告されている。しかし、支援を考える際には、その中で

も特にうつ病との関連性が大きい因子を明らかにすることが重要である。現在までの研

究では、うつ病の判別に影響するうつ病そのものと関連性の高い労働上の因子について

は明らかになっていない。 

 そこで、本研究は最終目標としてうつ病女性の支援の介入標的となるストレス要因の

把握を目指す。そこで 3つの下位目的を持って、ストレス要因の研究を実施した。 

 第一目的は、家事労働におけるストレス評価を可能とする評価票の作成である。労働

の持つストレス要因に着眼して、賃金労働・家事労働を全体から捉えられる評価票を作

成し、信頼性を確認する調査を行う。本研究では研究１として実施した。 
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 また第二の視点は、うつ病女性の労働上のストレス要因特徴を明らかにすることであ

る。健常者との比較を実施することで、うつ病女性に特異的なストレス要因特徴を解明

する。その特徴は賃金労働にとどまらず、家事労働までを網羅できるものとする。本研

究では研究 2・3として実施した。 

 第三の目的は賃金労働及び家事労働けるストレス要因の中からうつ病との関連性の

高い要因を明らかにする。本研究では研究 4として実施した。 

 以上の 3点の下位目的から構成された 4つの研究を実施し、今後の支援で介入標的と

なる要因の解明を目指す。また支援の際のポイントや配慮すべき点についても、考察す

る。 
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Ⅱ．研究の概要 

 

本研究ではうつ病患者群、健常群の二群を設定し、さらに就労あり条件、なし条件の

2群を設定した。それらを組み合わせた計 4群の対象者を設定した。また賃金労働と家

事労働の条件を追加し、各群間で比較を行う（図 2）。本論文では以下の 4 つを実施す

る（表 2）。 

表 2）本研究の実施内容 

研究 1 家事労働版 NIOSH調査票の作成と予備調査 

研究 2 就労女性の賃金労働・家事労働におけるストレス要因の特徴 

研究 3 家事労働のストレス要因の特徴 

研究 4 就労うつ病女性におけるうつ病に関連する労働上のストレス要因 

 

図 2）研究概要 （各矢印部分が各研究の比較検討箇所を示す） 

 

 

 

  

 

 

 

研究２ 研究３ 研究４ 
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Ⅲ．研究内容 

 

3.1  研究 1 家事労働版 NIOSH調査票の作成と予備調査 *1 

3.1.1 背景 

 1.2 で述べたように、家事労働に関連する調査票は少なく、精神産業分野で用いられ

ているような労働内容に着眼した調査票は見られない。うつ病女性の家事労働・賃金労

働に対する支援を検討する際には、支援の対象となる介入標的の把握が必須である。ま

たその介入標的は根拠をもって調査される必要がある。そのためには、家事労働におけ

るストレス要因を量的に抽出することが可能となる調査票が必要である。 

 また家事労働の領域では、研究数が少ないことから抑うつと労働との関連を検討する

際には、より経験の多い賃金労働で今まで実施されてきた先行研究、理論を利用するこ

とが有用であると考えられる。中でも労働量や裁量権、支援等といった複数の視点を持

つ NIOSH職業性ストレス調査票は、家事労働への応用が行いやすい調査票である。ま

たこの調査票は賃金労働場面において多くの先行研究が報告されており、その調査票を

応用することで賃金労働と家事労働との比較が可能になる。ただし、比較を可能とする

ためには、家事労働版へ修正する際には、NIOSH職業性ストレス調査票と比較が可能

になるような構造をとることが重要である。 

 ＊1 研究 1は第 44回日本作業療法学会一般演題にて発表を行い、雑誌「作業療法」にて報告した。 
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3.1.2 目的 

 うつ病患者、健常者の賃金労働、家事労働のストレス要因を比較することを念頭に置

き、以下の 2点を目的とした。 

・賃金労働で使用されている NIOSH 職業性ストレス調査票を修正し、家事労働版

NIOSH調査票を作成する。 

・作成した調査票の信頼性を検討する。 

3.1.3 方法 

3.1.3.1  NIOSH職業性ストレス調査票について 

 1.3 で述べたようにこの調査票は NIOSH 職業性ストレスモデルに基づいた賃金労働

に対するストレス調査票である。NIOSH 職業性ストレスモデル内に対応して、仕事上

のストレッサー、個人要因、仕事外の要因、緩衝要因、ストレス反応の 5つの要因に対

して下位尺度がそれぞれ設けられている。尺度数は 20 尺度であり、尺度すべての設問

を合わせると、全 142 設問からなる。その内訳は、仕事上のストレッサー(13 尺度 89

設問)、仕事外の要因(1尺度 7設問)、個人要因(1尺度 1設問)、緩衝要因(3尺度 12設問)、

ストレス反応(2尺度 24設問)である。またこの調査票は調査目的に応じて、一部分の尺

度を使用することが可能であり、得点は尺度別に算出ができる。また本調査票は原谷ら

によって翻訳され、その信頼性・妥当性が確認されている 16)。詳細を表 3に示す。 
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3.1.3.2 作成対象とした尺度の抽出 

 本研究では、賃金労働上のストレス要因と家事労働上のストレス要因の比較を可能と

することを目的としているため、賃金労働と家事労働、両方で比較が可能である尺度の

みを抽出し、作成対象とした。すなわち趣味や家族の状況と関連する「仕事外の要因」

や身体状況を問う「ストレス反応」、性格特性を聞く「個人要因」の 3 要因では賃金労

働、家事労働にかかわらず同じ結果になることが予想されるため、対象となる尺度から

除外した。本調査では「仕事上のストレッサー」、「緩衝要因」の二つを対象とした。さ

らに同様の視点から、「仕事上のストレッサー」13尺度の中の家事労働との比較が可能

となる 7尺度 50設問（対人葛藤、裁量権、量的労働負荷、労働負荷の変動、技能の低

活用、認知的要求、人々への責任）を抽出した。また「緩衝要因」についてはそのすべ

てである 3尺度 12設問を抽出した。本調査で家事労働版 NIOSH調査票への修正対象

とした項目は表 3の網かけ部分で示す 
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表 3）NIOSH職業性ストレス調査票の詳細と修正対象とした尺度 

モデル内分類 尺度（設問数） 

仕事上のストレッサー 

物理的環境（10） 

役割葛藤（8） 

役割曖昧さ（6） 

対人葛藤（グループ内）（8） 

対人葛藤（グループ間）（8） 

仕事の将来の曖昧さ（4） 

労働の裁量権（16） 

雇用機会（3） 

量的労働負荷（11） 

労働負荷の変動（3） 

人々への責任（4） 

技能の低活用（3） 

認知的要求（5） 

仕事外の要因 仕事外の要因（7） 

個人要因 自尊心（10） 

緩衝要因 

社会的支援－上司（4） 

社会的支援－同僚（4） 

社会的支援－家族・友人（4） 

ストレス反応 

身体的自覚症状（17） 

職務満足感（4） 

抑うつ（20） 

＊網かけ部分：今回の調査で利用した部分 

3.1.3.2 尺度の修正 

前述したように本研究で使用する NIOSH 職業性ストレス調査票は仕事上のストレ

ッサー要因に関する 7尺度 50設問、緩衝要因（社会的支援）3尺度 12設問である。こ
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れに対応するように、設問内容を修正し、家事労働版の調査票を作成する。また NIOSH

職業性ストレス調査票の緩衝要因の設問については異なった設問数とすることとした。

NIOSH職業性ストレス調査票においては支援に関係する 3人物（上司・同僚・友人と

配偶者）各々について、同 4設問を設けているため 12設問の構成となっている。しか

し家事労働では関係人物が異なるため、配偶者・実両親・義両親・その他親族・友人の

5人物の 5尺度構成とし、設問数を 20項目とした。そのため、 NIOSH職業性ストレ

ス調査票の得点と比較することはできない。そこで、それぞれで算出された人物別の緩

衝要因の得点を平均することで NIOSH 職業性ストレス調査票との比較を行うことと

し、比較可能な構造とした。その結果、家事労働版 NIOSH調査票は家事労働上のスト

レッサー要因50項目と緩衝要因20項目の計70項目の構成とした。詳細を表3に示す。 

このように抽出した NIOSH 職業性ストレス調査票の内容を家事労働に適したもの

となるよう、筆者が設問内の用語を家事労働に適するように修正し、3名の女性に内容

を確認してもらった。対象者は賃金労働と家事労働を実施している女性で、1名以上の

パートナーもしくは家族と同居している 30 代・40 代・50 代各 1 名である。その際に

内容が分かりにくい設問を挙げてもらい、その理由を確認した上で、さらに修正を行っ

た。 
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3.1.3.3  家事労働版 NIOSH調査票の信頼性に関する予備調査 

家事労働版 NIOSH調査票について、信頼性の確認のため、以下の予備調査を行った．

予備調査の目的は、質問の内容が適切であるか、NIOSH職業性ストレス調査票と比較可

能な構造を維持できているかの 2点を検討することである。 

3.1.3.3-1  対象と方法 

予備調査として、以下の 2点に関する評価実験として、無記名アンケートを実施した。 

【参加者】 

参加者の取り込み基準は以下のとおりである。 

・名古屋市およびその近郊に在住する 30～60歳の健常女性 

・現在何らかの賃金労働を実施している 

・1名以上の家族もしくはパートナーと同居し、家事労働を行っている。 

【方法】 

〈内容の適切性について〉 

前述の 3名での内容の確認と修正を実施した後、家事労働版 NIOSH調査票の設問内

容が家事労働の設問として適切かどうか、アンケートを実施した。対象者は各設問に対

して、家事労働に関する設問として適切かどうか、すなわち設問の意味が分かり、適切

に答えられるかどうか、を答えた。適切なものである場合は○を、ない場合は×をつけ

てもらった。同 2割以上の対象者が不適切とした設問は除外した。 
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〈NIOSH職業性ストレス調査票との観点の一致〉 

適切性の調査において、不適切となった項目を除外し、観点の一致に関するアンケー

ト調査を同一の参加者に実施した．参加者はすべての設問について家事労働の設問が

NIOSH職業性ストレス調査票の同一の設問と比較して、同じ観点となっているかどう

かを答える。対象者は、まず NIOSH職業性ストレス調査票、家事労働版 NIOSH 調査

票それぞれの設問に対して回答した。その後その二つの設問の観点が同じであったかを、

○か×で回答した。同一の 30名にて実施し、2割以上が不一致とする設問は除外した。 

3.1.2.3-2  結果 

5 設問が内容適切性を確保できず、6 設問が NIOSH 職業性ストレス調査票との観点

の一致性を確保できなかった。そのため、11設問を除いた 59設問（労働上のストレッ

サー要因 39 設問・緩衝要因 20 設問）を、家事労働版 NIOSH 調査票とした。ただし

「緩衝要因(社会的支援）」の設問については二つの調査票で支援を提供する相手が異な

っているため、観点の一致についての調査は実施していない。使用した尺度とそれに対

応する NIOSH職業性ストレス調査票の設問を表 4に示す。また使用しなかった設問の

詳細を表 5に示す。信頼性の得られた家事労働版 NIOSHストレス調査票表は参考資料

として、論文末に資料 1として示す。またこの調査票を研究 2以降に使用した。 
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表 4）NIOSH職業性ストレス調査票と作成した家事労働版 NIOSHストレス調査票の対応

する尺度構成と設問数 

 

要因 

尺度（項目数） 

NIOSH 

職業性ストレス調査票 

全 51項目 

家事労働版 

NIOSHストレス調査票 

全 59項目 

 

 

 

仕事上のストレッサー 

 

対人葛藤（5） 対人葛藤（5） 

労働の裁量権（16） 労働の裁量権（16） 

量的労働負荷（9） 量的労働負荷（9） 

労働負荷の変動（2） 労働負荷の変動（2） 

技能の低活用（2） 技能の低活用（2） 

認知的要求（5） 認知的要求（5） 

 

 

 

緩衝要因 

社会的支援－上司（4） 社会的支援－配偶者（4） 

社会的支援－同僚（4） 社会的支援－実両親（4） 

社会的支援－家族・友人（4） 社会的支援－義両親（4） 

 

社会的支援－その他親族（4） 

社会的支援－友人（4） 
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表 5）①質問の適切性・②NIOSHとの一致性において削除された項目と人数 

①質問の適切性において削除された項目 

 

分類 

 

家事労働版 NIOSH調査票における設問 

不適切と

答えた 

人数（％） 

対人葛藤 

(グループ内) 

私の家では少人数にわかれて対立している 15(50.0%) 

私の家族の間には仲間意識がある 7(23.3%) 

私の家族には友好的雰囲気がある 10(33.3%) 

労働負荷の変動 ものごとを考えるスピードが著しく速くなることがどの

程度ありますか 

8(26.7%) 

量的労働負荷 家事の負荷がどの程度ゆるやかになることがありますか 7(23.3%) 

 

②NIOSHとの一致性において削除された項目 

分類 NIOSH ストレス調査票に

おける設問 

家事労働版NIOSH調査票

における設問 

不一致と回答

した人数(%) 

量的労働負荷 きつい仕事をしている合間

に一時的に仕事がなくなる

ことはどのくらいあります

か 

きつい家事をしている合

間に一時的に家事を減ら

すことができることはど

のくらいありますか 

8(26.6%) 

技能の低活用 学校で学んだ技能や知識を

仕事で使うことがどの程度

ありますか 

 

学校で学んだ技能や知識

を家事で使うことがどの

程度ありますか 

7(23.3%) 

人々への責任 他の人の将来に対してどの

くらい責任がありますか 

家事を通して、家族の将来

に対してどのくらい責任

がありますか 

 

11(36.7%) 

他の人の労働意欲（モラー

ル）に対してどのくらい責

任がありますか 

 

他の人の家事労働を促す

責任がどのくらいありま

すか 

10(33.3%) 

他の人の仕事上の安全に対

してどのくらい責任があり

ますか 

 

家事を通して家族の生活

上の安全に対してどのく

らい責任がありますか 

9(30%) 

 

他の人の福祉や生活に対し

てどのくらい責任がありま

すか 

健康的で幸福な家族の生

活に対してどのくらい責

任がありますか 

6(20%) 

 



30 

 

3.2  研究 2  就労女性の賃金労働・家事労働におけるストレス要因

の特徴＊2 

3.2.1 背景 

 序論でも述べたように、家事労働におけるうつ病や抑うつ状況に関連するストレス要

因の検討は先行研究でも、多く実施されている。しかし、一点目としてその調査はある

一部のストレス要因に着眼する者が多く、家事労働全体を捉え、家事労働の持つストレ

ス要因を報告したものは、調査した限り見つからない。また二点目として家事労働にお

いて健常者とうつ病患者の比較が行われている研究は少なく、その特徴がうつ病女性に

特異的なものであるかどうかという検討は十分ではない。 

 うつ病女性の家事労働におけるリハビリテーション実施の際には、そのリハビリテー

ション介入の標的となる因子が解明されることが必要である。そのためには、まず家事

労働そのものの持つ労働特性、ストレス要因特性が明らかになることが必要である。作

業療法をはじめとするリハビリテーションでは、対象者自身の問題だけではなく、その

対象者が実施する活動や労働自体の影響を考慮し、介入を実施する。ゆえに今回の場合

では、家事労働そのものの持つストレス特性を解明することが求められる。 

またそれに加え、ストレス要因特性の中でうつ病患者に特異的な点が明らかになり、

抱えている課題や利用可能な点が解明される必要がある。 

 家事労働において前述の目的を持つ調査が実施されていない背景に、それらを可能と

＊2研究 2は第 45回日本作業療法学会一般演題にて発表を行い、雑誌「作業療法」にて報告した。 
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する評価表の不足がある。そこで研究 1 ではその調査が可能となる評価表を作成した。

また研究 1で作成した評価表は家事労働全体の中からストレス要因を抽出し、賃金労働

と比較できる。 

 そこで研究 2では、その評価表を用いて賃金労働と家事労働を比較することで、家事

労働そのものの持つストレス要因特徴を明らかにすること、またその結果を健常女性・

うつ病女性で比較することでうつ病女性のストレス要因特徴を明らかにすることとす

る。 

3.2.2 目的 

うつ病の女性が賃金労働、家事労働において、それぞれどのようなストレス要因を抱

えているか、また家事労働は賃金労働と比較するとどのようなストレス要因特徴がある

かという点について明らかにする（図 3）。 

 

 
図 3）研究２の概要   矢印部分が研究 2の対象部分である 
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3.2.3 方法 

平成 24 年 4 月～平成 24 年 9 月の期間、研究内容、倫理的配慮について書面を用い

て説明を行い、同意が得られた対象者に無記名アンケート調査を実施した。また対象者

らのアンケート用紙の提出を持って、同意とみなした。なお本研究は名古屋大学大学院

医学系研究科生命倫理委員会の承認を得た（承認番号 2012-0007）。 

3.2.3.1 対象者 

3.2.3.1-1 うつ病群 

【リクルート方法】 

 名古屋市内およびその近郊の精神科クリニック 15 か所を対象施設とし、院長である

医師に口頭で研究内容を説明し、研究実施の同意を得た。その、条件を満たす対象者を

主治医が選定し、診察時に研究内容を説明した。同意の得られた対象者に詳細な研究内

容、倫理的配慮について書面にて説明し、アンケートを実施した。 

【対象者の詳細】 

うつ病群の対象者は、次の条件を満たす者とした。 

・A市内の精神科クリニックに現在通院中である。 

・主治医によって診断基準 DSM-Ⅳ‐TRにて、うつ病と診断されている。 

・これまでにうつ病により休職もしくは軽減勤務の経験がある。 

・年齢 30歳～60歳の女性である。 
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・現在何らかの賃金労働、家事労働に従事している。 

・1名以上の同居者がいる。 

 うつ病の診断基準や重症度評価は多数存在する。それらから現在臨床場面で最も日常

的に使用されていることから、取り込み基準に使用する診断基準は DSM-Ⅳを使用した。

また DSM-Ⅳにおけるうつ病の診断基準は資料 3として末尾に添付した 30）。 

賃金労働は労働の対価として賃金が発生する活動全てとし、パートやアルバイトなど

の短時間勤務、自宅での自営業もそれに含んだ。また家事労働は炊事、掃除、洗濯、買

い物など基本的な家庭生活の維持のために行われる労働とし、その中には介護や育児も

含むこととした．この定義をアンケートの冒頭で示した。 

家事労働は自分の生活維持のために行う場合と他者の生活を支えるために行う場合

では、意味合いや負担が大きく異なるため、今回の研究では 1名以上の家族、もしくは

パートナーと同居している女性を対象とした。つまり、他者のために家事労働を実施し

しているという条件を設けた。 

また除外条件として下記の条件を設けた。 

・平日の賃金労働時間が 16時間未満/週である。 

・家事労働時間が 5時間未満/週である。 

 平成 23 年度の総務省の生活時間調査 12)によると、25 歳～64 歳の女性有業者の賃金

労働時間は平均 5.02時間 /日（±31.3分）、家事労働 2.51時間/日（±52.9分）である．
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そのため、平均値より明らかに少ない値に該当する対象者の基準として上記基準を設け、

除外し、ある一定の労働量を確保した。 

本調査では同意の得られた 56 名の対象者にまず基礎的な情報を聴取し、上記の条件

に該当するものを除外した。その結果、45 名が対象者となった．対象者の選択手続き

の詳細を図 4に示す． 

また対象者の基本的属性を表 6に示す。 

3.2.3.1-2 健常対象群 

【リクルート方法】 

 名古屋市内およびその近郊の企業や店舗、教育機関などに勤務する健常女性に書面を

用いて研究内容、倫理的配慮を説明し、同意を得た。またうつ病女性との年齢、労働時

間の調整のため、16名については調査会社 IR-ALTに調査を依頼し、東京都に在住し、

条件に合致する女性からアンケートを収集した。 

【対象者の詳細】  

労働条件、家族条件の取り込み基準はうつ病群と同条件とし、各労働時間に関する除

外条件も同一とした。また健常群には下記の除外条件を追加した。 

・精神疾患の既往のある者。 

・抑うつの尺度である The Center of Epidemiologic Studies Depression Scale（以下

CES-D）にてうつ病の可能性を示す 16点以上の成績となった者。 
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 CES-Dとは過去一週間の抑うつに対する自記式評価尺度であり、20項目から構成さ

れる。1～4の段階で答え、得点が高いほど抑うつの程度が高く、16点以上の場合はう

つ病である可能性が高いとされる。米国の国立研究所で作成され、英語版、日本語版と

もに十分な信頼性、妥当性が確認されている 31)．抑うつの評価は序論でも述べたよう

に多数存在するが、健常者に対しても使用が可能であること、うつ病のカットオフ値を

持つこと、疫学的調査において多く用いられていることから CES-D を使用した。

CES-Dの項目については、巻末に資料 4として添付した。 

 本調査では同意の得られた 58名の対象者にまず基礎情報の調査と CES-Dを実施し、

条件に該当するものを除外した。その結果、45 名が対象となった．対象者の選択手続

きの詳細を図 4に示す。また対象者の基本的属性を表 5にて示す。またうつ病群・健常

群にて独立した 2群間の t検定を実施したところ、危険率 5％にて、平均年齢、各平均

労働時間には有意差は見られなかった。 
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図 3）対象者の選択手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究同意の得られた 

うつ病対象者(n=56) 

・30 歳～60 歳 

・賃金労働・家事労働に従事 

・1 名以上の同居者あり 

・名古屋市内およびその近郊の精神科クリ

ニックに通院中 

・DSM―Ⅳ‐TR にてうつ病と診断 

・うつ病による休職・軽減勤務の経験あり 

 

研究同意の得らえた 

健常就労女性(n=58) 

・30 歳～60 歳 

・賃金労働・家事労働に従事 

・1 名以上の同居者あり 

 

賃金労働 

週 16時間未満 

（n=2） 

賃金労働 

週 16時間未満 

（n=6） 

うつ病群 解析対象者

n=45 

 

家事労働 

週 5時間未満 

（n=4） 

精神疾患既往あり 

（n=2） 家事労働 

週 5時間未満 

（n=9） 

健常群 解析対象者

n=45 

 

CES-D 16点以上 

（n=1） 
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表 6）対象者の属性の平均値（括弧内は標準偏差、最小値、最大値を表す） 

 

 うつ病群（n=45） 健常群（n=45） 

年齢(歳) 43.2(SD6.9) 

(min-max 32-58) 

42.7(SD6.5) 

(min-max 31-53) 

賃金労働時間（時間/週） 37.5(SD8.5） 

(min-max 21-54) 

31.9(SD11.3) 

(min-max 18-56) 

家事労働時間（時間/週） 19.7（SD13.2） 

(min-max 7-60) 

24.1(SD14.3) 

(min-max 7 -56) 

 

3.2.3.2 調査に用いた調査票 

 次の 1)、2)の調査票を用いた。 

１）NIOSH職業性ストレス調査票 

賃金労働における自記式の調査票である。研究 2 ではそのすべてを使用せず、研究 1 で

作成した家事労働版 NIOSH 調査票に対応する尺度のみを使用した。すなわち仕事上のス

トレッサー中の 6 尺度 39 設問（対人葛藤、裁量権、量的労働負荷、労働負荷の変動、

技能の低活用、認知的要求）、緩衝要因については 3 尺度 12 設問を使用した．本調査

で使用した NIOSH職業性ストレス調査票の 9尺度についてその詳細を表 3に示す．ま

た用いた尺度の全項目を末尾に資料 2として示した。 

２）家事労働版ＮＩＯＳＨ調査票 

 研究 1 で作成した家事労働版 NIOSH 調査票である。調査票は末尾に資料 1 として示し



38 

 

た。 

3.2.3.3.  分析方法 

 NIOSH職業性ストレス調査票、家事労働版 NIOSH調査票の尺度別得点を算出した。

健常群、うつ群それぞれの賃金労働、家事労働の尺度ごとに、労働の種類（賃金労働・

家事労働）を被験者内因子、群（健常・うつ）を被験者間因子として、二元配置分散分

析を実施した。 

 社会的支援は尺度数が異なることから、NIOSH職業性ストレス調査票 3尺度、家

事労働版 NIOSH調査票 5尺度でそれぞれ平均点を算出し、1尺度得点とした．また解

析には IBM SPSS Statistics 20 を使用した。 

3.2.4 結果 

 結果を表 7に示す。 

まず交互作用の見られた尺度から述べる。交互作用は「量的労働負荷」のみにみられ

た(F(1,88)=6.35 p<.05)。Turckyの下位検定を実施すると、うつ病群における賃金労働

と家事労働の間、賃金労働におけるうつ病群と健常群間において、危険率 5％にて有意

な差が見られた。すなわちうつ病群の賃金労働において、有意に高い得点を示した。 

次に交互作用の得られなかった要因について別に述べる。 

まず労働条件の主効果、うつ病の有無による主効果の両方が見られた尺度について述

べる。該当する尺度は「労働の裁量権」(F(1,86)=109.43, p<.01， F(1,86)=13.81,p<.01)、
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「労働負荷の変動」 (F(1,88)=20.52,p<.01,F(1,88)=5.70,p<.05)、「社会的支援」

(F(1,88)=90.00,p<.01,F(1,88)=16.01,p<.01)である。「労働の裁量権」、「社会的支援」に

おいては低得点ほど、高ストレス状況を示唆する。ゆえに「労働の裁量権」「労働負荷

の変動」では賃金労働条件で、うつ病有条件において高ストレスと解釈できる結果であ

った。また「社会的支援」では家事労働条件で有意に高ストレス、うつ病有条件におい

て高ストレスと解釈できる。 

労働条件の主効果のみが見られた尺度について述べる。この尺度では労働条件により

ストレス要因の高さに違いがあり、うつ病の有無においては差がないという結果である。

該当する尺度は「認知的要求」(F(1,87)=64.46,p<.01)であり、賃金労働条件において有

意に高い得点であった。 

最後にうつ病の有無による主効果のみが見られた尺度について述べる。これらの尺度

では労働条件の違いによるストレス要因の高さに違いはなく、うつ病の有無による違い

があるという結果である。該当する尺度は「対人葛藤」(F(1, 87)=11.26, p<.01)、「技能

の低活用」(F(1, 88)=17.69, p<.01）であった。この二つの尺度ではいずれもうつ病有条

件において有意に高い得点であった。 
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表 7）群別の尺度得点平均値（標準偏差）及び労働条件×うつ病の有無の分散分析結果 

 

尺度名 

うつ病群(n=45) 健常群(n=45) F値 

賃金労働 家事労働 賃金労働 家事労働 労働の 

種類 

（自由度） 

うつ病

の有無 

（自由度） 

交互 

作用 
Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

Mean 

(SD) 

対人葛藤 
11.3 

(3.41) 

9.78 

(3.62) 

9.20 

(2.42) 

8.82 

(2.92) 

3.73 

(1,87) 

11.26** 

(1,87) 
1.27 

労働の 

裁量権 

38.18 

(13.26) 

59.60 

(12.45) 

47.69 

(11.88) 

64.43 

(11.93) 

109.4** 

(1,86) 

13.81** 

(1,86) 
1.54 

量的労働

負荷 

31.62 

(8.08) 

28.24 

(7.12) 

27.11 

(5.84) 

27.44 

(6.28) 

4.27* 

(1,88) 

4.50* 

(1,88) 
6.35* 

労働負荷

の変動 

6.86 

(2.43) 

5.07 

(2.43) 

5.40 

(2.23) 

4.60 

(2.31) 

20.52** 

(1,88) 

5.70* 

(1,88) 
3.04 

技能の 

低活用 

7.12 

(2.97) 

7.53 

(2.04) 

5.26 

(2.71) 

6.02 

(2.18) 

2.89 

(1,88) 

17.69** 

(1,88) 
0.24 

認知的 

要求 

16.04 

(3.21) 

12.39 

(2.79) 

14.80 

(2.54) 

11.31 

(3.12) 

64.46** 

(1,87) 

8.07 

(1,87) 
0.84 

社会的 

支援 

3.46 

(0.66) 

2.81 

(0.63) 

4.00 

(0.58) 

3.13 

(0.67) 

90.00** 

(1,88) 

16.01** 

(1,88) 
2.05 

・二元配置分散分析を実施 **:p<0.01、*:p<0.05 

・被験者内因子：労働の種類・被験者間因子：うつ病の有無 

・「労働の裁量権」・「社会的支援」の２尺度は得点が低いほど高ストレスであることを示す。

その他の尺度は得点が高いほど高ストレスであることを示す。 

 

3.2.5 考察 

二要因分散分析の結果から、交互作用が見られ健常者とうつ病対象者でストレス傾向

の違いのみられた尺度（量的労働負荷）、家事労働での高いストレスが示唆された尺度

（社会的支援）、うつ病対象者の得点の解釈に検討が必要と考えられる尺度（裁量権）

の 3つについて考察する。 

3.2.5.1 量的労働負荷 

この尺度では健常者は賃金労働と家事労働において同等なストレスを感じているの



41 

 

に対して、うつ病対象者は家事労働よりも賃金労働において有意にストレスを高く感じ

ており、そのストレス量は健常者よりも有意に高いという結果であった。すなわち賃金

労働の量という要因はうつ病対象者に特に負担となる可能性が示唆された。ゆえに、う

つ病の賃金労働に対する復職支援では、その量を減らすことが必須であると考えられる。 

「量的労働負荷」の項目の詳細は「非常に速く働かなくてはいけない」、「時間的余裕

がない」、「早く考えなくてはいけない」であり、処理速度や注意力、遂行機能などの認

知的な能力が労働量の処理に関係していることが予測される。うつ病患者の認知能力は、

処理速度、遂行機能、記憶の面で低下することが先行研究で報告されている 32-34）。ゆ

えに対象者にとって適切な労働量を調整するためには本人の認知能力の評価と職場で

必要とされる認知能力の評価が適切に実施され、その検討が行われることが望まれる。

現在賃金労働においては作業能力の遂行のレベルや注意力、集中力などの評価を含む

「標準化リワークプログラムシート」35)などが開発されており、今後その展開が期待さ

れる。 

3.2.5.2 社会的支援 

 「社会的支援」は家事労働の方が賃金労働よりストレスが高く、うつ病対象者の方が

高ストレスという結果であった。 

3.2.5.2-1 家事労働の特徴 

社会的支援の尺度は、該当する人物が「配慮や手助けをしてくれるか」「どのくらい
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頼りになるか」という実際的な物理的な支援から、「気軽に話せるか」「相談したらどの

程度聞いてくれるか」という情緒的な内容までを含む 4項目で構成されている。また各

項目は「そういう人はいない」という回答が用意されており、支援を提供してくれる人

物や状況が全くないという状況も点数化される。この項目に関しては支援の提供者であ

る人物が、賃金労働と家事労働で異なるため、単純に比較することはできない。また一

般的に、賃金労働と比較すると家事労働に関与する人物は親や配偶者、子供など人数と

して限られるため、社会的支援が乏しいという結果になることは予測される。 

ソーシャルサポートはそのサポートの形から「構造的サポート」と「機能的サポート」

の二つの捉え方が可能である。構造的サポートとは個人が関係する社会的関係の広さ、

幅や結びつきを示しており、すなわちサポートをすることが可能な人数が周りにどれく

らいいるか、ネットワークがあるかということを示す。また機能的サポートは具体的な

支援の内容がどのような支援であるかを示している 36)。NIOSH 職業性ストレス調査

票・家事労働版 NIOSH調査票では、支援の内容ではなく、支援提供者となりえる人物

の有無と情緒的内容を含むつながりの強さを測定している。ゆえに、主に構造的サポー

トを測定していると考えられる。本調査の結果から家事労働では構造的なサポートが少

ないこと、すなわち家事労働ではサポートとなりえる人物やネットワークが少ないこと

が示唆された。 
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3.2.5.2-2 うつ病患者の特徴と支援 

社会的支援の有無によるうつ病の回復の違いは、多く報告されており 37)38)、支援の提

供は安定した職場復帰・家庭復帰に必須の条件である。現在、賃金労働においてはうつ

病患者に対する支援が多く行われている。しかし、現状ではうつ病対象者は賃金労働に

おいても不足を感じていることが示された。今後より一層、その充実が望まれるであろ

う。 

一方家事労働について考えると、その社会的支援について具体的な指針がない現状で

ある。賃金労働よりも高ストレスである家事労働での支援についての検討は、うつ病女

性の治療プログラムにおいて大きな課題であろう。家事労働についての先行研究には女

性特有の支援の受け方について言及した報告があり、男女での違い 39-41)や家事労働にお

いて支援を多く受けることによる役割喪失感 42)などの報告がある。これらから、家事

労働に関する社会的支援を考える場合、労働に関係する人数が少ない労働現場であるこ

とや、家に外部の人間が入ることを嫌う日本の文化的背景なども踏まえ、まず詳細なニ

ーズ調査と実践報告などの検討が行われる必要があると考えられる。 

3.2.5.3 労働の裁量権について 

 仕事に対してどの程度自分が裁量を持っているかという「労働の裁量権」の尺度では、

賃金労働の方が家事労働よりストレスが高いという結果であった。また健常者とうつ病

対象者を比較すると、すでにうつ病を発症している状況であるうつ病対象者は裁量権が
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少ないことが示唆された。 

3.2.5.3-1 家事労働の特徴 

この尺度は労働を進めていく時の裁量権に関する尺度で、この尺度の点数が高いこと

は、仕事のやり方や時間配分、内容の選別などを自分で決定できることを示している。

本調査では家事労働において有意に裁量権が高いという結果が得られている。賃金労働

の裁量権とストレスについての研究は多く行われており、裁量権が低い状況下ではスト

レスが大きく、抑うつや気分障害を引き起こしやすいことが明らかになっている 43)。

また Takahashi らの研究 44)によると労働の裁量権が高いと、疲労回復や不眠に良い影

響を及ぼすことが明らかになっている。この点では家事労働ではストレスが低いため、

実施者がこの利点を活かし、働き方や時間配分をより自発的に決めることでよりストレ

スの少ない家事労働を展開していくことが可能ではないかと思われる。 

Karasek ら が し め し た 賃 金 労 働 の 労 働 状 況 の モ デ ル で あ る Job 

Demands-Control-support Modelは、NIOSH作成時にそのモデルとなった理論の一つ

である 6)．このモデルでは仕事の量的負荷と裁量権、サポートの三軸からその仕事の持

つ特性やストレスの強さを示すことができる（図 4）。量的負荷と裁量権の側面では、

量的負荷が多く裁量権が低い仕事ほど、ストレスが強いと評価される。また裁量権とサ

ポートの側面では、裁量権が低く、サポートが低い仕事がストレスの高い仕事とされて

いる。またこのモデルは 3次元構造である。しかしサポートと量的負荷の側面ではその
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職業分類が論じられていない。 

このモデルから家事労働をみてみると、家事労働は賃金労働と同様に量的負荷が高く、

裁量権が高く、サポートが低い労働である。このモデルではこういった労働は高い活動

性を要求される労働（Active）であり、単独で多くの判断を求められる労働(Cowboy 

hero)と分類される（図 5網かけ部分）。 

 

 

 

このモデルは賃金労働上のモデルであるが、家事労働の位置づけを考える上でも有用

であると思われる。家事労働は家庭内で行われ、経済性を伴わないことから比較的容易

で取り組みやすい労働と捉えられがちであるが、上記の分類を参照すると、高い活動性

や判断を求められる責任の大きい仕事であると分類される。こういった分類にある家事

労働は、対象者の身体的、精神的な健康が維持されている状況においては、やりがいの

図 5）Job Control Demand-Support model  

による分類  

（網かけ部分が家事労働に該当） 

＊Healthy work –stress ,productivity,  

and the reconstruction of working life 

（Karasekら）より抜粋（一部改変） 
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ある仕事であることが予測される。しかし一方で、今回の調査のようにうつ病などその

状況が不安定となる疾患を発症している場合には大きな負担となることが予測される。 

3.2.5.3-2 うつ病患者の特徴と支援 

裁量権という側面からみると家事労働はストレスが低い労働と考えられる。しかしう

つ病に罹患している対象者では、家事労働は前述の通り、判断や高い遂行機能が求めら

れるという点で、負荷が高い可能性も十分予測される。Lombardiらによると、うつ病

患者が裁量権の高い仕事を継続して実施することで自己有能感を低下させるという報

告 39)も見られている。これらから、うつ病患者にとっての「裁量権」がどのように働

くのかという点はより詳細な調査が必要であると思われる。 

3.2.6 まとめ 

 研究 2では就労しているうつ病女性、健常女性の賃金労働・家事労働におけるストレ

ス状況をNIOSH職業性ストレス調査票、家事労働版NIOSH調査票を用いて測定した。

その結果、賃金労働の量的負荷においてうつ病対象者が有意に高いストレスを感じてい

ること、認知的要求を除く 6尺度でうつ病対象者が高いストレスを感じていることが明

らかとなった。また家事労働の特徴として裁量権が高くストレスが低い労働であるとい

うメリットが示された。 
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3.3 研究 3  家事労働のストレス要因の特徴 

3.3.1 背景 

 研究 2では、賃金労働との比較からうつ病女性の家事労働上のストレス要因について

調査票を用いて、比較・検討を行った。この結果から、賃金労働と比較した場合の家事

労働そのものの持つストレス要因特徴と、健常者と比較した場合のうつ病患者のストレ

ス要因特徴が明らかになった。 

研究２において家事労働そのもののストレス要因特徴が明らかになったため、研究 3

では比較対象に賃金労働を用いず、家事労働のみでの比較を実施することとした。すな

わち条件に違いのある状況での家事労働上のストレス状況の違いを、家事労働間で比較

する。 

そこで研究 3では家事労働に影響が大きいことが予測される就労を条件とし、就労し

ている条件での家事労働と非就労の場合の家事労働におけるストレス要因の違いを解

明する。またそれぞれの条件におけるうつ病患者のストレス要因特徴を、健常群との比

較から、解明する。 

3.3.2 目的 

 うつ病女性が家事労働においてどのようなストレス要因を抱えているか、またそれが

就労の有無によってどのような特徴を持つかという点について明らかにする（図 6）。 
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3.3.3 方法 

研究 2 と同様、平成 24 年 4 月～平成 24 年 9 月の期間において、研究内容、倫理的

配慮について書面を用いて説明を行い、同意が得られた対象者に対し、無記名アンケー

ト調査を実施した。また対象者からのアンケート用紙の提出を持って、同意とみなした。

なお本研究は名古屋大学大学院医学系研究科生命倫理委員会の承認を得た（承認番号

2012-0007）。 

3.3.3.1 対象 

3.3.3.1-1 うつ病群 

【リクルート方法】 

 研究 2と同様とした。 

【対象者の詳細】 

図 6）研究 3の概要 矢印部分が研究 3に該当する 
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研究 2で対象となったうつ病就労女性 45名（以下うつ病就労群）に加え、家族条件、

疾病条件は同条件とし、かつ賃金労働に現在全く従事していない対象者をうつ病非就労

群とし、対象者とした。またうつ病非就労群の除外条件は、家事労働時間が 5時間未満

/週とした。 

 研究 2 と同様うつ病非就労群の対象者ついてもまず 42 名に基礎的な情報を聴取し、

除外条件に該当する対象者を除外した。除外結果 35 名が対象者となった。詳細を図 7

に示す。また対象者の基本的属性を表 8に示す。 

3.3.3.1-2 健常対象群 

【リクルート方法】 

就労している対象者は研究 2と同様である。また就労していない対象者は名古屋市在

住者 11名、27名は調査会社 IR-ALTに調査を依頼し、条件を満たす東京都在住者から

アンケートを収集した。 

【対象者の詳細】 

 研究 2で対象となった健常就労女性 45名（以下健常就労群）を対象とした。また研

究 3ではこれに加えて、家族条件は同条件とし、かつ賃金労働に現在全く従事していな

い対象者を健常非就労群とした。また健常非就労条件の除外基準は、家事労働時間が 5

時間未満/週であること、精神疾患の既往歴がある、抑うつ尺度である CES-Dにおいて

うつ病の可能性を示す 16点以上とした。 
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 健常非就労群も同様に基礎情報について 38 名に基礎的な情報を聴取し、除外条件に

該当する対象者を除外したところ、35 名が対象者となった。詳細は図 7 に示す。また

対象者の基本的属性の平均値については表 8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 7）非就労群の解析対象者の選択手続きの流れ 

 

 

 

 

 

研究同意の得られた 

うつ病非就労女性(n=42) 

・30 歳～60 歳 

・家事労働に従事 

・賃金労働に従事していない 

・1 名以上の同居者あり 

・名古屋市内及び近郊精神科クリニック

に通院中 

・DSM―Ⅳ‐TR にてうつ病と診断 

 

 

研究同意の得らえた 

健常非就労女性 (n=38) 

・30 歳～60 歳 

・家事労働に従事 

・賃金労働に従事していない 

・1 名以上の同居者あり 

うつ病非就労群  

解析対象者 n=35 

 

家事労働 

週 5時間未満 

（n=1） 

家事労働 

週 5時間未満 

（n=7） 

健常非就労群  

解析対象者 n=35 

 

CES-D 16点以上 

（n=2） 
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表 8）対象者の属性の平均値（括弧内は標準偏差、最小値、最大値を表す） 

 うつ病就労群

（n=45） 

うつ病非就労群 

(n=35） 

健常群就労群

（n=45） 

健常非就労群 

(n=35) 

年齢（歳） 43.2(SD6.9) 

(min-max  

32－58) 

48.3(SD9.3) 

(min-max 

 32-59) 

42.7(SD6.5) 

(min-max 

31-53) 

46.8(SD8.7) 

(min-max 

30-59) 

家事労働時間 

（時間/週） 

19.6（SD13.2） 

(min-max 

7-60) 

36.1(SD22.6) 

(min-max 

7-105) 

24.0(SD14.2) 

(min-max 

7-56) 

46.0(SD5.8) 

(min-max 

10-112) 

 

3.3.3.2 調査で用いた調査票 

 無記名アンケート調査にて家事労働版 NIOSH調査票を実施した。調査票は末尾の資料

2で示した。 

3.3.3.3 分析方法 

家事労働版 NIOSH 調査票の尺度別得点を算出した。「社会的支援」については研究

2 と同様に平均値を算出し、1 尺度得点とした。4 群の尺度別得点について、就労の有

無、うつ病の有無をともに被験者間因子として、2要因の分散分析を実施した。解析に

は IBM SPSS Statistics 20 を使用した。 

3.3.4 結果 

3.3.4.1 家事労働のストレス要因の各群比較 

 結果を表 9に示す。 

 



52 

 

表 9）群別の尺度得点平均値（標準偏差）及び就労の有無×うつ病の有無の分散分析結果 

尺度名 

うつ病群 健常群(n=45) F値 

就労群 

(n=45) 

非就労群 

(n=35) 

就労群 

(n=45) 

非就労群 

(n=35) 

就労の 

有無 

(自由度) 

うつ病

の有無 

(自由度) 

交互 

作用 
Mean(SD) Mean(SD) Mean(SD) Mean(SD) 

対人葛藤 
9.70 

(±3.50) 

9.80 

(±3.34) 

8.65 

(±3.02) 

8.62 

(±3.17) 

0.036 

(1,156) 

4.27* 

(1,156) 
0.054 

労働の裁

量権 

57.87 

(±14.12) 

56.91 

(±14.63) 

64.40 

(±11.67) 

62.27 

(±13.68) 

1.41 

(1,156) 

5.49** 

(1,156) 
0.005 

量的労働

負荷 

27.03 

(±7.08) 

26.11 

(±6.85) 

26.24 

(±6.24) 

25.26 

(±5.76) 

4.17** 

(1,156) 

0.58 

(1,156) 
0.15 

労働負荷

の変動 

4.61 

(±2.43) 

4.11 

(±2.07) 

4.26 

(±2.03) 

3.88 

(±1.57) 

5.65** 

(1,156) 

0.93 

(1,156) 
0.008 

技能の 

低活用 

7.22 

(±2.04) 

6.97 

(±2.58) 

6.49 

(±2.20) 

7.21 

(±2.04) 

0.76 

(1,160) 

3.29 

(1,160) 
6.06** 

認知的 

要求 

12.39 

(±2.79) 

12.91 

(±2.09) 

11.47 

(±3.01) 

11.88 

(±2.60) 

1.70 

(1,160) 

5.71 

(1,160) 
0.84 

社会的 

支援 

2.80 

(±0.63) 

2.85 

(±0.63) 

3.67 

(±0.67) 

4.33 

(±5.83) 

1.98 

(1,160) 

3.98** 

(1,160) 
1.64 

・二元配置分散分析を実施 **:p<0.01、*:p<0.05* 

・被験者間因子：就労の有無・うつ病の有無 

・「労働の裁量権」・「社会的支援」の２尺度は得点が低いほど高ストレスであることを示す。

その他の尺度は得点が高いほど高ストレスであることを示す。 

 

まず交互作用の見られた尺度から述べる。「技能の低活用」の尺度のみ交互作用が見

られた（F(1,160)=6.06 p<.05）。Turkyの単純主効果の検定を行うと、健常就労群とう

つ病就労群の比較、健常就労群と健常非就労群の比較においていずれも 5%の危険率で

有意な差が見られた。すなわち健常就労群において、「技能の低活用」の得点が有意に

低い得点を示した。 

 次に交互作用の得られなかった尺度について傾向別に述べる。 
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 就労の有無の主効果のみが得られたものは「労働負荷の変動」（F(1,160)=5.65 p<.01）、

「量的労働負荷」（F(1,160)=4.17 p<.01）の 2尺度であった。この 2尺度はいずれも就

労あり群が有意に高い得点を示した。 

 また群の主効果のみが得られたのは「裁量権」（F(1,160)=5.49 p<.01）、「対人葛藤」

（F(1,160)=4.27 p<.05）、「社会的支援」（F(1,160)=3.98 p<.01）の 3尺度であった。「裁

量権」、「社会的支援」に関しては低得点が高ストレスを示唆し、「対人葛藤」は高得点

が高ストレスを示唆する。ゆえに「裁量権」・「社会的支援」・「対人葛藤」ではうつ病群

が高ストレス状態であることが示唆された。 

3.3.5 考察 

うつ病群の家事労働に特徴的な尺度である「社会的支援」・「裁量権」・「対人葛藤」、

また就労の有無が影響を及ぼす尺度である「技能の低活用」・「労働負荷の変動」・「量的

労働負荷」について考察する。 

3.3.5.1 社会的支援 

「社会的支援」は研究 2において、賃金労働より家事労働の方が、支援が少なくスト

レス状況であること、うつ病群と健常群ではうつ病群の方が、支援が少ない状況である

ことが示された。研究 3では家事労働に限定して調査を実施したところ、やはりうつ病

群の方が健常群よりも有意に支援が少なく高ストレス状態であることが示された。支援

の有無は回復に関連する因子の一つであることが先行研究でも示唆されているため、家
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事労働においても、いかにうつ病患者が支援を獲得するかという点は重要な点であると

考えられる。 

家事労働版 NIOSH調査票では社会的支援の中でも、対象者が受けられるようなネッ

トワークを持っているか、それが機能しているかということを調査している。家事労働

では支援を提供してくれる人物は、家族や親族など限られた人数になりがちであり、か

つその人物から支援が提供されない場合には代わりがないという状況である。 

研究 3 では、「実の両親のいずれか、もしくは義両親と同居している」と回答した者

は、うつ病群就労群・うつ病非就労群併せて 80名中 5名、健常就労群・健常非就労群

併せて 80名中 2名であった。また「同居以外の家族で家事労働を支援してくれる人は

いるか」という質問では、うつ病 2群 80名中 20名、健常 2群 80名中 13名、「援助者

がいる」と答えている。「援助者がいる」と答えた 33名中 29名がその支援者を「実母」

「義母」と回答し、「その他：外部の清掃業者」と答えた者は健常者 1 名であった。ま

た家庭内の支援者では「夫」を挙げた対象者がうつ病 2 群 80 名中で 39 名、健常群 2

群 80 名中で 36 名であった。これらから今回の調査の対象者においては、家族の形態

としては拡大家族が 10％未満であり、夫からの支援が重要なポイントになること、家

庭外から支援を提供してくれる支援者は同じ家事労働に従事経験のある女性という状

況がわかる。すなわち家事労働では多い場合でも 2～3 名程度の支援者しかおらず、そ

の支援者の状況や理解度によってはさらに少ない支援状況であることが予測される。ま
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た Chloe らの研究 23)では夫の支援に満足しているかどうかが抑うつと関連を示すとい

う結果が出ており、夫からの支援の充実が望まれる。2010 年の厚生労働省大臣官房統

計情報部による国民生活基礎調査 46)では、現在の核家族世帯の割合は 78.8％であり、

本調査よりは低い値である。しかしその割合は上昇傾向であり、上記のような状況は今

後十分に考えられる。 

また一方では家庭内の限られた支援に限らず、ヘルパーや清掃業者などの外部支援を

取り入れていくことも重要な点と考えられる。しかし現状ではそういった支援を利用し

ている者は非常に少なく、導入には何らかの阻害因子があることが予測される。自宅内

に他社が入ることを嫌う日本文化や、女性の役割意識などの関連が予測され、今後十分

な検討が必要であり、阻害因子を踏まえた上での適切な外部支援の導入が望まれる。 

3.3.5.2 裁量権 

研究 3において、家事労働ではうつ病患者群の方が、有意に裁量権が低く高ストレス

状況であることが示唆された（表 9）。研究 2 で賃金労働と家事労働を比較した場合、

家事労働は賃金労働と比較すると、裁量権が高く、その点は低ストレスであることが示

唆された。しかし家事労働内での健常・うつ病群での比較ではやはりうつ病群において、

裁量権が低くストレスの高い状況であった。本調査における裁量権とは、家事労働の労

働量ややり方、方法等をどの程度自分で決めることができるかということを指す。

NIOSH職業性ストレス調査票の理論では裁量権が低いほど、自由度が低く他者の指示
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に従わなければならないため、高ストレスであると解釈される。今回の結果では、家事

労働においてはうつ病対象者は健常群と比べ、自分で家事の内容や方法などを決めてい

ないということが明らかになった。  

 今回の調査では、横断的にうつ病対象者の家事労働の状況を調査したため、現在うつ

病であるという現状がうつ病対象者の裁量権を下げているという可能性が考えられる。

うつ病であるため、対象者自身が家事を実施することができず、他者に裁量権をゆだね

ざるを得ない状況等である。 

うつ病では、判断力の低下や、家事労働をどのように一日の中で段取りよく組み立て

ていくかという遂行機能等に障害がみられる 26)。すなわち裁量権を機能させて、取り

組むことそのものにも困難があり、ストレスを伴うことも予測される。Lombardi らに

よると，うつ病患者が裁量権の高い仕事を継続して実施することで自己有能感を低下させ

るという報告 39)もある。これらからも裁量権をうまく発揮できないという可能性も考えら

れる。 

研究 2で示したように、本来であれば家事労働のメリットとなる裁量権の高さをうつ

病対象者がどのように活用していくかという点は支援において重要であると考えられ

る。またうつ病対象者の家事労働において裁量権が低いということが、どのような意味

を持つのかという点について、より詳細な調査が必要であると考えられる。 
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3.3.5.3 対人葛藤 

対人葛藤は先行研究からもうつ病女性の賃金労働において特異的な問題であるとさ

れている。Ogiwara らは、女性の健常者とうつ病対象者において NIOSH 職業性スト

レス調査票を用い調査を実施し、「対人葛藤」に有意な差があると報告している 47)。本

研究においても、家事労働についてうつ病対象群で有意に高ストレスであることが示さ

れた。また家事労働では家族という代わりのきかない、限られた人の中で労働が遂行さ

れる。そのため労働環境の中で「対人葛藤」を抱えることは、得られる「社会的支援」

にも関連していることが予測される。うつ病が長期化すると、家族も本人もその状況を

「怠けている」と捉えがちであり、病気である認識も低下してしまう。また意欲の減退

や人と気軽に話せないといった症状によって、本人から現状をうまく伝えられないこと

も多い。家族のなかでうつ病による症状や生活障害について、正確な理解を促すことが

重要な点であると考えられる。 

3.3.5.4 技能の低活用 

 交互作用から、健常の就労女性では家事労働について「技能の低活用」のストレス状

況が低いことが示唆された。すなわち、家事労働において、自分が本来持っている能力

を適切に発揮していないというストレスは健常就労女性において特異的に少ない。 

 平成 23 年度の総務省の生活時間調査によると、女性の家事労働時間は共働き世帯の

場合は一日当たり 4.53時間であるのに対して、妻が無職の場合は 7.43時間である。す
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なわち賃金労働の有無によって、家事労働にかける時間数には大きな差があることがわ

かる。またこれらから、賃金労働の有無により、目標とする家事労働のレベルにも差が

あるのではないかと考えられる。この尺度に対しては背景因子として、家事労働をどの

ように捉えているのかということが影響していることが予測され、賃金労働を実施して

いない非就労女性はより高い家事労働のレベルを求めているため、自身の技能を発揮で

きていないと感じるのではないかと思われる。 

 またうつ病就労女性との比較においても、就労健常女性は技能の低活用でのストレス

が低い状況であった。これはうつ病の症状による自己評価の低下との関連性も考えられ

る。健常女性、うつ病女性のいずれの場合においても、家事に対するとらえ方や自己へ

の評価が関連する項目であることが予測される。 

 Glassらの研究によると、労働量が適切である条件下では賃金労働を持つことがうつ

病の因子を減らすという結果も得られている 25)。また Lennon48)らは、非就労女性と就

労女性いずれもストレスの状況は同等であるという報告をしている。その中では、非就

労女性の労働は自律性があり、時間的制約はないもののルーティンの業務になりやすい

という特徴を持つとされている。また就労女性の労働では時間的なプレッシャーはある

ものの変化に富み、対外的な責任を負いやすい労働をしていると述べている。 

 また家事労働では賃金労働のように明確な報酬が少なく、自己評価を高める機会の少

なさがあることが予測される。Sperlich らは賃金労働で使用される「努力と報酬のバラ
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ンス」を評価する ERI モデルを家事労働に応用した 28)。賃金労働での報酬は「賃金」

や「昇進」、「上からの評価」などが挙げられるのに対して、無賃の家事労働での報酬に

ついて調査をした。その結果「子供の成長」と「夫を情緒的にサポートできること」と

いう 2種類を特異的な点として報告している。しかし前述のような対人葛藤を家族内で

多く抱えている状況では、この報酬が機能することも少ないことが予測される。これら

からも自己評価を高める機会が家事労働内には少ないと考えられる。 

3.3.5.5 労働負荷の変動・量的労働負荷 

就労群では「労働負荷の変動」、「量的労働負荷」において高ストレス状況が示された。

Melchior らの研究によると家事の量や種類は扶養家族の数により、増加しやすく、こ

れらの家事量は抑うつなど心理的なストレス要因になることが明らかになっている 27)．

また長谷川らの研究によると、子供を持つ就労女性は「時間的切迫感」を持っているこ

とが示されている 49)。これらから、仕事を持つ女性にとっての家事労働は、高い認知

的要求はなく、特別な技能を求められないものの、量や種類が多く、時間的な余裕のな

い状況下で実施するという特徴を持つ可能性があると考えられる。 

研究 2においては賃金労働の量的な負担の大きさが示されたが、家事労働でも就労条

件下ではその量的な負担が大きいことが示唆された。就労女性の支援を考える際には、

賃金労働の量的な負担だけでなく、家事労働の量的負担、その変動についても着眼する

ことが必要であると考えられる。 
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3.3.6. まとめ 

 研究 3では就労しているうつ病女性・健常女性、非就労のうつ病女性・健常女性の 4

群を対象に家事労働におけるストレス要因を家事労働版 NIOSH 調査票を用いて調査

し、就労条件・うつ病の有無との関連を調査した。 

 その結果、裁量権と対人葛藤ではうつ病群が有意に高いストレスを感じていることが

明らかとなった。また就労をしている場合、量的な負荷・労働負荷の変動においてスト

レスが高いことがわかった。また健常の就労群では技能を活用していないと感じるスト

レスが低いことが示唆された。 
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3.4 研究 4 就労うつ病女性におけるうつ病に関連する労働上のス

トレス要因*3 

3.4.1 背景 

 研究 1 においては家事労働でのストレス要因を、労働全体から抽出することが可能とな

る評価表を作成し、その検証を行った。研究 2 においては、その評価表を使用して、家事

労働そのものが持つストレス要因特徴を、賃金労働と比較することで明らかとした。また

その結果を健常者とうつ病患者で比較することで、うつ病患者のストレス要因の特徴を明

らかとした。また研究 3 では、研究 2 において家事労働そのもののストレス要因特徴が明

らかになっているという前提を受け、賃金労働との比較ではなく、就労の有無という条件

内で、家事労働のストレス要因の特徴を検討した。またその結果を健常者とうつ病患者で

比較し、うつ病患者の特徴を明らかにした。またこれらの方法は 1 で作成した評価表の平

均得点の比較を用いた。 

研究 2・3 の結果はこれまでの研究では報告されていない家事労働のストレス要因特

徴の量的な抽出、健常者との比較から見たうつ病患者の特徴という新奇性を持つ。また

この結果はうつ病患者の家事労働上の支援を計画する際には必須の内容である。 

しかし一方では、研究 2・3 の結果から抽出されたストレス要因特徴はうつ病との関

連性がどの程度あるのかという点について明らかになっていない。ゆえにうつ病群で特

徴的なストレス要因でも、うつ病との関係性が低い要因であれば介入した際に、改善に
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つながりにくいという可能性も考えられる。より効果的なリハビリテーションの実施に

は、うつ病との関連の高い要因を解明し、その要因に介入する必要がある。 

そこで、研究 2・3の研究結果と併せて、研究 4では支援におけるより効果的な介入

標的の抽出に向け、うつ病との各要因についての関連性について検討し、関連の大きい

ストレス要因を解明する。 

3.4.2 目的 

うつ病との関連性が大きいことが予測される、うつ病群と健常群を判別する賃金労働、

家事労働上のストレス要因について、多重ロジスティック解析を用いて明らかにする

（図 8）。 

 

 

 

 

図 8）研究 4の概要 （矢印部分が研究 4に該当する） 

＊3 研究 4は平成 26年 6月 18日開催の第 16回世界作業療法士連盟大会にて報告を予定（査読終了） 
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3.4.3 方法 

研究 2で得られたデータを利用し、解析を行う。 

3.4.3.1 対象者 

3.4.3.1.1 うつ病群 

研究 2で対象としたうつ病就労女性 45名に除外条件を追加する。除外条件として抑

うつの尺度である CES-Dが 16点未満である者とした。16点未満の者は最近一週間の

抑うつ状況が改善に向かっている可能性があるため除外した。10 名を除外し、対象者

は 35名となった。対象者の基本的属性を表 9に示す。 

3.4.3.1.2 健常群 

 研究 2 で対象とした健常女性 45 名からランダムに 35 名を抽出し、対象者とした。

対象者の基本的属性を表 10に示す。 

表 10）対象者の基本的属性の平均値 （括弧内は標準偏差、最小値、最大値を表す） 

 うつ病就労群（n=35） 健常就労群（n=35） 

年齢(歳） 43.5(SD6.8) 

(min-max 32-55) 

43.1(SD6.4) 

(min-max 32-53) 

賃金労働時間（時間/週） 37.9（SD7.1） 

(min-max 22-54) 

36.7(SD9.5) 

(min-max 18-56) 

家事労働時間（時間/週） 19.6（SD14.0） 

(min-max 7-60) 

23.1(SD13.7) 

(min-max 7-53) 
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3.4.3.2 解析内容 

 うつ病の有無を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を実施し、うつ病の判別

に影響を及ぼす変数を抽出した。その手順について以下に述べる。 

3.4.3.2.1 解析対象とした独立変数 

研究 2で収集したデータ内の NIOSH職業性ストレス調査票、家事労働版 NIOSH 調

査票の各尺度得点、基礎情報（年齢、賃金労働時間、家事労働時間）を独立変数とした。 

3.4.3.2.2 ｔ検定による独立変数の絞り込み 

対象変数となる NIOSH職業性ストレス調査票の 7尺度別得点と家事労働版 NIOSH

調査票の 7尺度別得点について、うつ病群と健常群の 2群間において、対応のない両側

の t検定を実施した。解析には IBM SPSS Statistics 20 を使用した。 

危険率 5％で尺度得点に有意差が見られた尺度はNIOSH職業性ストレス調査票にお

ける「対人葛藤」、「裁量権」、「量的労働負荷」、「認知的要求」、「社会的支援」と家事労

働版 NIOSH調査票における「技能の低活用」、「認知的要求」、「社会的支援」であった。

詳細を表 11に示す。 
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表 11）うつ病群・健常群の 2群間における対応のないｔ検定による尺度得点比較 

評価表 尺度名 うつ病群 健常群 t値(自由度） 

Mean(SD) Mean(SD) 

 

 

 

NIOSH職業性

ストレス 

調査票 

対人葛藤 11.7(3.2) 9.1(2.3) 3.87(66)** 

裁量権 35.0(11.0) 48.1(11.0) -4.93(66)** 

量的労働負荷 31.5(8.0) 28.0(6.1) 2.03(67)* 

労働負荷の変動 6.8(2.6) 5.7(2.3) 1.768(67) 

技能の低活用 7.2(2.8) 4.7(2.7) 3.76(67)** 

認知的要求 16.0(3.5) 15.2(2.4) 1.78(67) 

社会的支援 3.3(0.6) 4.1(0.5) -5.47(67)** 

 

 

 

家事労働版

NIOSH  

調査票 

対人葛藤 9.5(3.2) 8.1(2.9) 1.99(67) 

裁量権 59.5(12.2) 63.6(12.4) -1.46(66) 

量的労働負荷 27.5(7.1) 26.8(6.6) 0.43(67) 

労働負荷の変動 5.0(2.4) 4.4(2.2) 1.05(67) 

技能の低活用 7.9(1.7) 6.1(2.0) 4.10(67)** 

認知的要求 12.9(2.8) 11.4(3.1) 2.08(66)* 

社会的支援 2.7(0.6) 3.2(0.7) -3.50(67)* 

・対応のないｔ検定を実施 **:p<.01、*:p<.05 

 

3.4.3.2.3  多重ロジスティック回帰分析による独立変数の絞り込み 

 ｔ検定の結果、うつ病群と健常群間に有意な差があった 8尺度の尺度得点と基礎情報

（年齢・賃金労働時間・家事労働時間）を独立変数とし、従属変数をうつ病の有無とし、

強制投入法による多重ロジスティック回帰分析を実施した。その結果、NIOSH職業性

ストレス調査票における「裁量権」、「社会的支援」、「量的労働負荷」の尺度得点と家事

労働版 NIOSH調査票における「社会的支援」の尺度得点、基礎情報における「家事労
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働時間」の 5変数のみが危険率 10％にて有意な変数であった。 

3.4.3.2.4 多重ロジスティック回帰分析の実施 

 前述の二つの検定の結果、有意となった 5変数（NIOSH職業性ストレス調査票の「裁

量権」・「社会的支援」・「量的労働負荷」の尺度得点、家事労働版 NIOSH調査票の「社

会的支援」の尺度得点、基礎情報における「家事労働時間」）を独立変数、うつ病の有

無を従属変数として、強制投入法による多重ロジスティック回帰分析を実施した。 

3.4.4 結果 

 多重ロジスティック回帰分析の結果、モデルχ2 検定の結果は危険率 1％有意であり、

Hosmer-Lemeshow の検定の結果は p=0.995 で良好であり、判別的中率 92.3％の有意

な回帰式を得た。また変数はいずれも危険率 1％で有意となった。 

 各群となる確率を pとすると p=              となり、score=22.039+(-0.182)×「裁

量権」尺度得点(NIOSH 職業性ストレス調査票)＋(-3.569)×「社会的支援」尺度得点

(NIOSH 職業性ストレス調査票)+(0.250)×「量的労働負荷」尺度得点(NIOSH 職業性

ストレス調査票 )+(-2.229)×「社会的支援」尺度得点 (家事労働版 NIOSH 調査

票)+(-0.092)×家事労働時間となった。各変数のオッズ比については表 12にて示す。ま

た実測値に対して予測値が±3SDを超えるような外れ値は存在しなかった。 

以上から賃金労働・家事労働における社会的支援、賃金労働における量的な負荷と裁

量権、家事労働時間がうつ病の有無に関連を示した。 

    1 

  1-e score 
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表 12）うつ病の有無に関連する変数についての二項ロジスティック回帰分析の結果 

                                

変数名 偏回帰係数 オッズ比 95％信頼区間 

家事労働時間 -0.092** 0.921 0.840-0.990 

裁量権(NIOSH職業性ストレス調査票) -0.182** 0.833  0.742-0.936 

社会的支援(NIOSH職業性ストレス調査票) -3.569** 0.028 0.003-0.284 

量的労働負荷(NIOSH職業性ストレス調査票) 0.250** 1.283 1.063-1.549 

社会的支援(家事労働版 NIOSH調査票） -2.229** 0.108 0.013-0.882 

定数 22.039**   

・モデルχ2検定 **:p<.01 

・Hosmer-Lemeshowの検定 p =0.995、判別的中率 92.3％ 

 

3.4.5 考察 

 判別に関連の高い尺度について、回帰式の意義について、以下に述べる。 

3.4.5.1 賃金労働・家事労働における社会的支援 

うつ病と賃金労働・家事労働、両者における社会的支援が関連があることが示唆され

た。うつ病の回復と社会的支援の有無についての関連は先行研究でも報告されている

36)37)ことと併せて、うつ病のストレス要因の理解、今後の支援や介入の標的として非常

に重要な要因と考えられる。 

また研究 2・3 においても、健常者と比較して、うつ病対象者の社会的支援の少なさ

は明らかになっている。これらから構造的な支援をうつ病患者が有しにくい状況となっ

ていることが予測される。その背景因子についても今後検討が必要であろう。 

また賃金労働においては先行研究においても支援の重要が多く述べられており、国の
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取り組みとしても、労働現場に支援を取り入れようとしてきた。しかし今回の調査で、

うつ病女性の賃金労働での社会的支援が有意に高いストレス状況であったことから、実

際には支援の不足を感じていることが示唆された。今後は支援の提供だけではなく、対

象者が実際にその支援をどのように感じているか、また受け取りやすい支援とは何かと

いう点にまで踏み込んだ調査が必要であると考えられる。 

また家事労働については、どのような支援が適切な支援となるかという点についての

報告は少なく、実際に必要とされる支援の形態や内容についても明らかになっていない

部分が多い。前述したように、男女での支援の受け取り方に差があること 39-41)や、家事

労働で支援を多く受けることによる役割喪失感が発生するという報告 42)もある。また

研究 4の結果から、家事労働における社会的支援の不足とうつ病との関係性の高さが明

らかになり、支援の提供が有用である可能性が示唆された。しかし家庭内の見えない労

働であり、独特の文化背景や性役割意識に関連の大きい家事労働にどのように支援を提

供していくかという点については、より踏み込んだ調査とそれに基づく介入が必要であ

ると考えられる。 

3.4.5.2 賃金労働における量的労働負荷 

 この変数は、オッズ比が 1.283と低い値を示しており、うつ病と関連性の高い要因で

はない。しかし研究 2の結果とも合致する部分であり、重要な要因であることが予測さ

れる。前述したように、賃金労働の量的な労働負荷の軽減については多くの支援が開始
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されている。また調査対象となったうつ病対象者の中には、現在も量的な労働軽減の支

援を受けている者もいる。しかし、実際にはその量的な負荷について負担を大きく感じ

ていることが分かる。それには対象者の能力とともに、対象者の量的な負荷に対する捉

え方が影響を及ぼしている可能性も考えられる。 

対象者にとってどの程度の量的負荷が適切であるかという客観的な評価ともに、その

仕事の提供の方法や適性などについても評価と話し合いが行われ、職場の関係者と対象

者双方がストレスを感じにくい量的な軽減の支援策が必要であると思われる。 

3.4.5.3 得られた回帰式の意義 

研究 3では、うつ病に関連の大きいストレス要因を抽出するため、多重ロジスティッ

ク回帰分析を解析として利用した。そのオッズ比の高低からうつ病と関連の大きいスト

レス要因を解明した。その過程において、有意な回帰式を得た。この回帰式を利用する

と、回帰式内に含まれる尺度の尺度別得点と基礎情報が分かっている場合、うつ病・健

常の判別が可能となる。すなわちこの回帰式を利用すれば、労働現場で簡単にうつ病の

スクリーニングを実施することが出来、早期の発見や医療的介入を可能とすると考えら

れる。うつ病の診断では、さまざまなスクリーニング用の尺度があり、利用されている。

しかし家事労働を含むものはこれまで存在しておらず、回帰式の確立には意義があると

考えられる。 
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3.4.6 まとめ 

研究 4では就労うつ病女性・就労健常女性を対象に、賃金労働・家事労働上のストレ

ス要因の中でどの要因がうつ病と関連性が高いかという点を調査した。その結果、賃金

労働・家事労働の両方における社会的支援が関連性が高いことが明らかとなった。うつ

病女性がどの労働においても、社会的支援の不足を感じており、支援の提供が有用であ

る可能性が示唆された。 
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Ⅳ．全体考察 

 

 本研究では、うつ病女性の賃金労働・家事労働の支援方法の確立を目指し、その支援

における介入標的の抽出を最終的な目的とした。 

第一の目的とした家事労働におけるストレス評価を可能とする評価表の作成は研究

1として、家事労働版 NIOSH調査票を作成した。また第二の目的である賃金労働、家

事労働におけるうつ病女性のストレス要因特徴解明は研究 2・3 において、研究１で作

成した評価表をうつ病者・健常者で実施し、その比較を行うことで解明した。研究 2で

は、うつ病就労女性・健常就労女性の賃金労働・家事労働におけるストレス要因の比較

から、家事労働そのものの持つストレス要因特徴とうつ病女性に特徴的なそれぞれの労

働におけるストレス要因を解明した。また研究 3では、うつ病就労女性・うつ病非就労

女性・健常就労女性・健常非就労女性の 4群において家事労働におけるストレス要因の

比較を行い、就労条件の有無によるストレス要因特徴とうつ病女性の家事労働における

ストレス要因特徴を明らかとした。また第三の目的である賃金労働及び家事労働のスト

レス要因の中からうつ病と関連性の高いものを解明する点については、研究 4として実

施し、研究１で作成した評価用紙とうつ病の有無の相関関係から関連性の高い要因を検

討した。 

この章では各々の研究での結果を総括し、特筆すべき要因別にうつ病女性の賃金労
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働・家事労働上のストレス要因特徴を述べるとともに、支援における着眼点について述

べる。 

4.1 量的労働負荷 

一点目は、量的労働負荷についてである。研究 2において、うつ病患者と健常者にお

いてストレス傾向の違いが見られたのは賃金労働時の量的負荷であった。研究 3におい

ては就労女性の場合は家事労働の労働量も負担となりやすいことが示唆された。また研

究 4においてもうつ病に関連する因子が、賃金労働時の労働負荷であることが示唆され

た。これらからまずうつ病女性の支援を考える際には、賃金労働の量的な負担を軽減す

ることが有用であると考えられる。この点は現在の支援でも有用とされており、労働時

間の短縮や役職の免除なども多く実施されている。またさらに就労している場合、家事

労働においての量的な負荷を軽減することの有用性が本研究で明らかになった。この点

については今後の介入で重要なポイントとなると考えられる。 

 一方、就労する女性の労働については、小泉らの研究 50)で、賃金労働のストレスが

家庭での活動に影響する「negative spillover」が報告されている。これは賃金労働で

高いストレスを感じていることで家庭生活でも高いストレスを感じ、活動性が低下する

という各労働間でのストレスの相互影響である。こういった点も考慮すると、就労して

いる場合は、その特異的なストレス要因である賃金労働の量的な負担の免除と負担の変

動を減らすことが、家事労働を含む女性の生活全体の向上に有用となる可能性も示唆さ
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れた。 

4.2 社会的支援  

二点目は社会的支援についてである。研究 2では家事労働、賃金労働の両者における

うつ病女性の社会的支援の不足が示唆され、研究 3においても家事労働時の支援量の不

足が明らかとなった。特に研究 2では健常者においても、賃金労働と比較した家事労働

での支援の少なさが明らかとなった。また研究 4では賃金労働・家事労働時の支援の不

足がうつ病に関連性の高い要因として明らかとなった。   

 支援がうつ病の回復で重要であることは多くの先行研究で述べられて 37)38)おり、その

重要性についても報告されている。特に賃金労働では先に述べた国の施策である「事業

場におけるこころの健康づくりのための指針」においても、相談窓口の設置が促されて

おり、支援システムの整備も行われつつある。しかし本調査の結果では、現時点でうつ

病患者は賃金労働、家事労働いずれにおいても支援の不足を感じていることが示唆され

た。賃金労働においては現在の状況の不足点や問題点について、家事労働については支

援の現状について、より詳細な調査が必要であると考えられる。 

 そのひとつの背景要因として、対人葛藤は賃金労働、家事労働ともに社会的な支援を

減少させる因子であると考えられる。本調査の結果では、研究 2・3 ともにうつ病群で

対人葛藤のストレスが高いという結果となった。 

特に家事労働においては、家庭内という限られた人物と労働を実施し、その人物の交
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替も少ない。ゆえに家事労働で対人葛藤を抱えることは、支援の大きな減少を意味する

と考えられる。しかし家事労働という実態が見えにくい労働で、うつ病という分かりに

くい疾病による生活障害について理解し、家族が支援していくことは多くの困難があり、

怠慢であるという印象を与えることも多い。各労働に共通することであるが、疾患に対

する誤解をとき、正しい理解のもとで支援者、支援量を増やしていくことが大切である。  

この点において賃金労働では前述のとおり、国の指針の中で、管理職に対するメンタ

ルヘルスの講習会などが実施され、管理職に対して疾患の説明や生活障害について学習

の機会を提供している 3)。うつ病男性への支援の中ではその配偶者の妻に対する心理教

育も開始されており、家族に対する心理教育による回復効果も報告されている 51)。家

事労働では前述したように配偶者の支援が非常に重要となるため、これと同様に夫に対

する疾患教育等も有用であると考えられる。 

 また家事労働に対しては、より幅広い支援者の確保という観点から、家族以外の外部

からの支援についても検討が必要である。自宅内に他者が入ることを嫌う日本文化や、

前述した支援に伴って起こりやすい役割喪失感などのデメリットについても十分に考

慮したうえで、幅広い支援の形態を検討し、展開していく必要があると考えられる。現

在の精神障害者居宅生活支援事業におけるホームヘルパーサービスは利用可能な一つ

の資源であることも考えられる。しかし現在の利用形態は主に申請者自身の家事や身の

回りの世話を目的に支援されることがほとんどである。うつ病女性の場合、本人に対す
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る支援ではなく、むしろその本人が世話をしていた家族の支援が必要となっており、新

しい形の支援形態が求められると考える。 

4.3 裁量権 

 三点目は裁量権についてである。研究 2においては賃金労働と比較して、家事労働時

の裁量権の高さが労働内での有利な点として明らかになった。研究 3では健常群と比較

するとうつ病患者が家事労働の際に裁量権が低く高ストレスであると結果が示唆され

た。また研究 4では賃金労働においての裁量権がうつ病と健常の判別に関連することが

示唆された。前述したとおり、これらから裁量の高低がすでにうつ病を発症している患

者にとってどのような意味を持つのかという点については今後検討が必要であると思

われる。つまり判断力や認知機能の低下した状況であるうつ病患者にとっては、裁量権

の高い労働がストレスであるという可能性が示唆される。より踏み込んだ調査が必要と

思われる。   

 また本来有利な点として作用する家事労働における裁量権の高さをうつ病患者がう

まく活用できるような体制を作ることが必要であろう。他者に依頼する、労働量そのも

のを減らす、体調にあったスケジュール作りといった調整をしながら家事労働を円滑に

進めていけるような支援を提供することが有用と思われる。実際の家事内容を聞き、客

観的な視点からアドバイスすることも重要であろう。また遂行能力や基礎的な処理能力

を評価しその改善に向けたトレーニング等の介入を行い、裁量権を活用できるための能
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力の向上を行うことも必要であると考えられる。 

4.4 支援に向けて 

上記から、支援のポイントとして、賃金労働・家事労働両者においては、各労働量を

客観的に評価し、マネジメントすること・適切な支援システムの構築が重要であると考

えられる。支援システムの構築には、その支援提供者である職場、家庭内の疾病教育も

重要である。 

また家事労働については、そのメリットである裁量権を活かすために、ある時期には

裁量権を支援者が代替し、労働量を調整する・行うべき家事を選択すること等も重要で

あろう。また一方では認知的な機能を改善するようアプローチし、そのメリットを活か

せるように支援していくことも重要な点と考える。 

うつ病はその時期によって多様な形態をとり、必要となる支援や課題も様々である。

今回の調査では、病期に合わせた検討は行っていない。今後、それらについて検討を行

い、上記のような支援ポイントについて、介入方法を検討していく必要があると考える。 
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Ⅴ．本研究の限界と課題 

 

本研究では家事労働の評価に関して、NIOSH職業性ストレス調査票を修正し、家事

労働版 NIOSH調査票を作成した。そのため、NIOSH職業性ストレス調査票内に含ま

れない家事労働のストレス要因については評価を実施することが出来ていない。たとえ

ば賃金労働では職場の同僚は限定した期間内での付き合いとなることが多いが、家事労

働で一緒に労働を行う家族は無期限に交替することが出来ない人物である。このように

家族成因による要因は家事労働特有である。また今回の調査では、比較の難しさから除

外した職場環境についても、家事労働では家族構成や家庭の収入など複数の因子が関連

していること 22)23)が多くの先行研究で明らかになっており、重要な要因であることが予

測される。以上から本研究の中で家事労働のストレス要因として取りだした因子は、多

面的要素を持つものの、全てを網羅していないため、今後さらなる検証が必要であると

思われる。 

また NIOSH 職業性ストレス調査票は賃金労働における先行研究で得られた理論や

根拠に基づき、実際的にストレスとなることが分かっている要因を抽出し作成されたも

のである。そのためその背景理論は、家事労働では異なる結果となる可能性があり、そ

れらの要因の解釈も異なる可能性もある。本研究では今まで家事労働のストレス要因を

測定する尺度がつくられていない中で、NIOSH職業性ストレス調査票という一つの理
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論背景を持つ調査票に則り、家事労働の評価を行った。すなわちある一つの側面からの

特徴抽出が出来たということに意義を持つ。ストレス因子が妥当なものかが明らかとな

るためには、今回抽出できた特徴をもとに、その要因が実際に抑うつとどのような関連

を持つのかという個々の調査が必要であると思われる。 

また本研究ではうつ病の病期によって対象者を分けず、発症からの時期や症状の重症

度は考慮されていない。うつ病の回復は段階的な経過を追い、治療内容や支援内容も形

態が変化する。今後、病期に分けたより詳細な調査が必要であり、支援についてもその

段階に応じた効果的支援を検討する必要がある。 

また本研究では対象者の家族状況や、経済状況など基礎的な情報による分類を行って

いない。家事労働は家族の状況や経済状況によって大きな影響を受ける労働であり、そ

の負荷も変化する。今回の調査では家事労働の調査が少ないという先行研究の状況を受

け、横断的に対象者を検討した。今後、より効果的な支援を検討するためにも、家族状

況、経済状況によって対象者を分け、そのストレス状況を調査することが必要であると

考えられる。 
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要旨 

Ⅰ．序論 

 現在、精神科リハビリテーションの分野においては、うつ病により賃金労働を休職した

男性に対する復職支援が多く行われている。一方で女性に特化した支援はほとんど行われ

ていない。女性のうつ病罹患率は男性の 2 倍であり、支援を必要とする対象者は多い。加

えて女性の労働には家事労働という要素が含まれており、新たな支援方法の開発が必要で

あると考えられる。また支援方法の開発には介入の標的となる対象者の抱える問題点、す

なわち労働上のストレス要因の解明が必要である。家事労働の領域では複数の先行研究が

実施されているが、その数は賃金労働と比較すると圧倒的に少なく、またいくつかの問題

点を有している。そこで本研究は、それらを踏まえ、3つの視点から調査を実施する。 

 一点目として、労働の持つストレス要因に着眼して、賃金労働・家事労働を全体から捉

えられるような評価表を作成し、信頼性を確認する。また二点目として、その調査表を用

いて調査を実施し、うつ病女性の労働上のストレス要因特徴を、健常者と比較することで

明らかにする。三点目として賃金労働及び家事労働におけるストレス要因の中からうつ病

に影響を及ぼすと考えられる要因について検討を行う。 

Ⅱ．研究の概要 

評価表の作成後、うつ病患者群、健常群の二群を設定し、さらに就労あり条件、なし条

件の 2 条件で計 4 群の対象者を設けた。研究は以下のように 4 つに分けて実施し、賃金労



88 

 

働と家事労働、うつ病と健常、就労の有無という条件間で比較を行った（図 1）。 

  研究 1 家事労働版 NIOSH調査票の作成と予備調査 

  研究 2 就労女性の賃金労働・家事労働におけるストレス要因の特徴 

  研究 3 家事労働のストレス要因の特徴 

  研究 4 就労うつ病女性におけるうつ病に関連する労働上のストレス要因 

図１）研究概要 （各矢印部分が各研究時の比較検討箇所に該当する） 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 研究内容 

3.1 研究 1 家事労働版 NIOSH調査票の作成と予備調査 

目的：賃金労働上のストレス要因を調査する NIOSH職業性ストレス調査票を家事労働版に

改定し、その信頼性について検討する。 

方法：NIOSH職業性ストレス調査票の中で家事労働と賃金労働、同一の視点を持って比較

検討できる尺度部分を抽出し、家事労働版 NIOSH 調査票（70 項目）を作成した。

 

 研究 2     研究 3       研究 4 
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またその信頼性の調査として、30 名の健常女性に設問の適切性と NIOSH 職業性ス

トレス調査票との観点の一致について調査を実施した。その結果 2 割以上の対象者

が不適切、観点の不一致を答えた設問については削除した。 

結果：5設問が内容の適切性を確保できず、6設問が観点の一致性を確保できなかった。11

項目を除いた 59設問を家事労働版 NIOSH調査票として研究 2以降で使用した。 

3.2  研究 2 就労女性の賃金労働・家事労働におけるストレス要因の特徴 

目的：うつ病の女性が賃金労働、家事労働において、それぞれどのようなストレス要因を

抱えているか、また家事労働は賃金労働と比較するとどのようなストレス要因特徴

があるかという点について明らかにする 

方法：うつ病就労女性 45 名、健常就労女性 45 名を対象とし、無記名アンケート調査を実

施した。調査内容は賃金労働上のストレス要因を調査する NIOSH職業性ストレス調

査票、家事労働版 NIOSH調査票、基礎情報とした。NIOSH職業性ストレス調査票、

家事労働版 NIOSH調査票は同一の７尺度（裁量権、技能の低活用、認知的要求、対

人葛藤、社会的支援、労働負荷の変動、量的労働負荷）から構成されており、要因

別の得点算出が可能である。それぞれの調査票の要因別得点について、被験者内因

子を賃金労働・家事労働、被検者間因子を健常群・うつ病群として二要因混合計画

の分散分析を実施した。 

結果：「量的労働負荷」において交互作用が見られ、うつ病群の賃金労働において有意に高
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い値となった。また「裁量権」、「認知的要求」、「労働負荷の変動」において賃金労

働の主効果が見られ、「社会的支援」においては家事労働の主効果が見られた。また

「認知的要求」を除く 6要因においてうつ病群の主効果が見られた。 

考察：賃金労働の量的な負荷について、うつ病女性が特異的に負担を感じていることが明

らかになり、その負担の軽減については客観的な評価が必要であると考えられる。

また賃金労働と比較すると家事労働は社会的な支援が不足しやすく、特にうつ病女

性は支援が不足していることが示唆された。支援提供者の人数が少ないことが予測

される家事労働内でどのように支援者を確保するかという点が課題である。 

また裁量権は家事労働で低ストレスであると解釈される。しかし裁量権の高い労働

がうつ病女性にとってストレスの低い労働であるという点については、うつ病患者

の認知能力の低さや判断力の低下などにより、必ずしも該当しない可能性があり、

今後より詳細な調査が必要であると考えられる。 

3.3 研究 3 家事労働のストレス要因の特徴 

目的：うつ病女性が家事労働においてどのようなストレス要因を抱えているか、またそれ

が就労の有無によってどのような特徴を持つかという点について明らかにする。 

方法：うつ病就労女性 45名、うつ病非就労女性 35名、健常就労女性 45名、健常非就労女

性 35 名に無記名アンケート調査を実施した。調査内容は NIOSH 職業性ストレス調

査票、家事労働版 NIOSHストレス調査票、基礎情報とした。各評価表の要因別得点
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について 2元配置分散分析を実施した。 

結果：「技能の低活用」において交互作用が見られ、健常就労女性において有意に低いスト

レスであることが示された。また「労働負荷の変動」、「量的労働負荷」で賃金労働

の主効果が見られ、「裁量権」、「対人葛藤」、「社会的支援」においてうつ病群の主効

果が見られた。 

考察：うつ病患者における家事労働上の社会的支援の少なさが示唆された。家事労働での

支援確保の困難さが予測される。またその少ない支援提供者にうつ病をいかに理解

してもらうかという点も重要であると考えられる。うつ病群では対人葛藤のストレ

スも高い状況を示し、このような背景が社会的支援を減少させる可能性も考えられ

る。また就労している状況では家事労働量もストレスになることも示唆され、研究 2

の結果を踏まえると、就労女性の場合は両方の労働の量的負担軽減が必要であると

考えられる。また裁量権については、うつ病患者で高ストレスが示され、研究 2 と

同様に、ストレスとの関係性について検討が必要であると考えられた。 

3.4 研究 4就労うつ病女性におけるうつ病に関連する労働上の要因 

目的：うつ病との関連性が大きいことが予測される、うつ病群と健常群を判別する賃金労

働、家事労働上の因子について明らかにする 

方法：研究 2で得られたデータを利用し、解析を行う。研究 2のうつ病群の対象者に 

除外条件（抑うつ尺度 CES-D16 点以下の者を除外）を追加し、35 名の対象者とし
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た。健常群については研究 2のデータからランダムに 35名を抽出した。 

解析：うつ病の判別に関連する要因を抽出するため、うつ病の有無を従属変数とした多重

ロジスティック回帰分析を実施した。独立変数は NIOSH職業性ストレス調査票の 7

尺度別得点と家事労働版 NIOSH 調査票の 7 尺度別得点、基礎情報(年齢・各労働時

間)とし、変数の絞り込みを実施した。その結果得らえた有意な 5 変数（NIOSH 職

業性ストレス調査票の「裁量権」・「社会的支援」・「量的労働負荷」の尺度得点、家

事労働版 NIOSH調査票の「社会的支援」の尺度得点、基礎情報における「家事労働

時間」）を独立変数、うつ病の有無を従属変数とし、強制投入法による二項ロジステ

ィック回帰分析を実施した。 

結果：Hosmer-Lemeshow の検定 p=0.995、判別的中率 92.3％、危険率 1％で有意な回帰

式を得た。オッズ比より、賃金労働、家事労働両者における社会的支援が大きな影

響を及ぼしていることが示唆された。 

考察：賃金労働・家事労働の両方における社会的支援の不足がうつ病に大きな影響を及ぼ

していることが示唆された。賃金労働では支援が提供されつつあるが、実際にはう

つ病女性がその不足を感じていることがわかった。家事労働については、どのよう

な支援が適切な支援となるかという点についての報告は少なく、実際に必要とされ

る支援の形態や内容についても明らかになっていない部分が多い。両者についてよ

り踏み込んだ調査とそれに基づく介入が必要であると考えられる。 



93 

 

Ⅳ．全体考察 

 研究 1～4を踏まえ、全体考察では支援において着眼すべき点について述べる。賃金労働

を中心とする量的な労働負荷、賃金労働・家事労働両方における社会的支援の不足が重要

な点として挙げられた。また家事労働における裁量権の発揮については本来利点である労

働特性を認知機能の問題等からうつ病患者がうまく利用できず高ストレスとなっている可

能性が示唆された。これらから各労働量のマネジメント、適切な支援システムの構築、家

事労働の持つ利点を活かすための認知的機能の改善が支援のポイントとして挙げられる。

これらを活かし、今後は介入プログラムを作成し、その妥当性について検討していきたい。 

Ⅴ．本研究の限界と課題 

 本研究では賃金労働で使用される評価表の NIOSH 職業性ストレス調査票を改編したた

め、家事労働についての要因を網羅できていない可能性が考えられる。また NIOSH職業性

ストレス調査票での背景理論が家事労働では異なっている可能性もある。しかし本調査で

は今まで家事労働のストレス要因を測定する尺度が作られていない中で、一つの理論背景

をもった調査票に則り比較を行ったことに意義を持つ。今後より多面的に踏み込んだ調査

を展開していく必要が考えられる。 
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1．家事労働版NIOSH調査票 

2. NIOSH職業性ストレス調査票(本研究での対象尺度) 

3. DSM-Ⅳ「大うつ病エピソード診断基準」 

4. CES-D 
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あなたの家事労働についてお聞きします。 

家事労働とは、炊事、掃除、洗濯、買い物などの基本的な家庭生活維持のための労働を

示し、介護や育児に関連するものも含みます。 

下記の質問項目を読み、あてはまる番号に○をつけてください。 

          １）あなたの家庭の状況について次の質問にお答えください。 
    

①全く違う ②少し違う ③どちらとも言えない ④だいたいあてはまる ⑤大いにあてはまる 
 

１．私の家庭では調和がとれている   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

２．私の家庭ではだれが何をするべきかでよく口論になる ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

３．私の家族の間で意見の食い違いがある ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

４．私の家庭では意見の衝突がある   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

５．私の家族はお互いの意見を理解・尊重している ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

６．私の家族の間には友好的な雰囲気がある ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

          
２）現在あなたが家事の上で影響力（裁量権）があるかをお尋ねします。 

影響力とは他の人に指示する権限や、自分の家事内容を決める自由がどの程度あるかを意味します。

次の各項目に対してどのくらい影響力があるかお答えください。 

①ほとんどない ②あまりない ③まあまあある ④たくさんある  ⑤非常にたくさんある 
  

１．自分の家事の種類への影響力   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

２．自分の家事に必要な消耗品や備品を手に入れることへの影響

力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

３．自分の家事の順序への影響力   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

４．自分の家事の量への影響力     ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

５．自分の家事のペース（どれくらい速くあるいはゆっくり働くか）へ

の影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

６．自分の家事の質への影響力     ①   ②   ③   ④   ⑤ 
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７．自分の家事の作業場での物の配置や飾り付けへの影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

８．あなたの家庭でだれがどの作業をするかの決定への影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

９．自分の家事労働時間または家事労働スケジュールへの影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

10．あなたのいつまでに家事をするかの決定への影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

11．あなたの家庭での家事の方針、手順への影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

12．自分の家事に必要な材料を手に入れることへの影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

13．あなたの家族の家事に関する教育や訓練への影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

１４．あなたの家庭の机・椅子や調度品やその他の機器を置く場所

への影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１５．家事を先に進めて休憩が取れる   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

１６．全体として家事や家事に関連することへの影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

 

３）次の人たちはあなたの家事が楽になるように、どのくらい配慮や手助けをしてくれますか 
 

１．配偶者   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．義理の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．自分の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

４．その他の親族   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

５．友人     ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

次の人たちと普段からどれくらい気軽に話ができますか           

１．配偶者   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．義理の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．自分の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

４．その他の親族   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 
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５．友人     ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

家事で困ったことができた場合、次の人たちはどのくらい頼りになりますか       

１．配偶者   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．義理の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．自分の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

４．その他の親族   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

５．友人     ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

次の人たちはあなたの個人的な問題を相談したら、どのくらい聞いてくれますか     

１．配偶者   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．義理の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．自分の両親   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

４．その他の親族   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

５．友人     ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

          
４）次のようなことがあなたの家事でどのくらいの頻度で起きるかお答えください。 

  

 
①めったにない ②ごくたまにある ③時々ある ④しばしばある ⑤よくある 

  

１．非常に速く働かなければならないこと   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

２．とても一生懸命働かなければならないこと ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

３．時間がなくて家事を処理しきれないこと   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

４．非常にたくさんの家事をしなければならないこと ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

５．家事の負荷が著しく増えること   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

６．家事に必要な集中度が著しく増えること   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

７．ものごとを考えるスピードを著しく速くしなければならないこと ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

８．自分の得意なことをする機会   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

９.以前の経験や教育・訓練で得た技能を使えること ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

 

 



99 

 

 

５）次の項目はあなたの家事のいろいろな側面に関するものです。 

あなたの家事ではそれぞれがどの程度あるか数字でお答えください。 

①ほとんどない  ②少しある  ③いくらかある  ④かなりある  ⑤非常にある 
  

１．家事の負荷がゆるやかになることがありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

２．集中して考える余裕はどのくらいありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

３．家事の量はどのくらいありますか   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

４．あなたはどのくらいの量の家事をすることを期待されていますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

５．家事をする時間的余裕はどのくらいありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

６．いくつくらいの家事を抱えていますか   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

７．きつい家事をしている合間に、一時的に家事を減らすことができ

ることはどれくらいありますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

８．家事を通して、家族の将来に対してどのくらい責任がありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

９．家事を通して家族の生活上の安全に対してどのくらい責任があ

りますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

10．他の人の家事労働を促す責任がどのくらいありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

11．健康で幸福な家族の生活に対してどのくらい責任がありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

          
６）次の文章はあなたの家事にどの程度当てはまるかお示しください 

   

①大いにあてはまる  ②どちらかといえばあてはまる  ③どちらかといえば違う  ④全く違う 
 

１．かなり注意を集中する必要がある   ①   ②   ③   ④    
 

２．たくさんの異なった事柄・状況を覚えておく必要がある ①   ②   ③   ④    
 

３．いつも家事のことを考えていなければならない ①   ②   ③   ④    
 

４．気楽にしていても家事を続けることができる ①   ②   ③   ④    
 

５．他のことを考えながらでも家事を続けることができる ①   ②   ③   ④    
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2.NIOSH職業性ストレス調査票 

（本研究での対象尺度） 
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あなたの賃金労働についてお聞きします。 

下記の質問項目を読み、あてはまる番号に○をつけてください. 

1)あなたの職場（仕事または業務のグループ）の状況について次の質問にお答えください。 
 

①全く違う ②少し違う ③どちらとも言えない ④だいたいあてはまる ⑤大いにあてはまる 
 

１．私のグループでは調和がとれている     ①   ②   ③   ④   ⑤ 

２．私のグループではだれが何をするべきかでよく口論

になる 
  ①   ②   ③   ④   ⑤ 

３．私のグループのメンバーの間で意見の食い違いがあ

る 
  ①   ②   ③   ④   ⑤ 

４．私のグループでは意見の衝突がある     ①   ②   ③   ④   ⑤ 

５．私のグループのメンバーはお互いの意見を支持して

いる 
  ①   ②   ③   ④   ⑤ 

６．私のグループでは小グループ同士が衝突している   ①   ②   ③   ④   ⑤ 

７．私のグループのメンバーの間には友好的雰囲気があ

る 
  ①   ②   ③   ④   ⑤ 

８．私のグループのメンバーの間には仲間意識がある   ①   ②   ③   ④   ⑤ 

          
2)現在あなたが仕事の上で影響力（裁量権）があるかをお尋ねします。 

影響力とは他の人の仕事を指示する権限や、自分の仕事を決める自由がどの程度あるかを意味しま

す。次の各項目に対してどのくらい影響力があるかお答えください。 

①ほとんどない ②あまりない ③まあまあある ④たくさんある  ⑤非常にたくさんある 
 

１．自分の仕事の種類への影響力   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

２．自分の仕事に必要な消耗品や備品を手に入れる

ことへの影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

３．自分の仕事の順序への影響力   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

４．自分の仕事の量への影響力     ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

５．自分の仕事のペース（どれくらい速くあるいはゆっ

くり働くか）への影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

６．自分の仕事の質への影響力     ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

７．自分の作業場所での物の配置や飾り付けへの影

響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 
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８．あなたの職場でだれがどの作業をするかの決定

への影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

９．自分の勤務時間または勤務スケジュールへの影

響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１０．あなたの職場としていつまでに仕事をするかの

決定への影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１１．あなたの職場での仕事の方針、手順、出来高へ

の影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１２．自分の仕事に必要な材料を手に入れることへの

影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１３．あなたの職場の従業員の教育・訓練への影響力 ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

１４．あなたの職場の机・椅子や調度品やその他の機

器を置く場所への影響力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１５．仕事を先に進めて勤務時間中に短い休憩が取

れる 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１６．全体として仕事や仕事に関連することへの影響

力 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

          
3) 次の人たちはあなたの仕事が楽になるように、どのくらい配慮や手伝いをしてくれますか？ 

 

１．直属の上司   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．職場の同僚   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．配偶者、友人、親族 ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

次の人たちとどれくらい気軽に話ができますか 
     

１．直属の上司   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．職場の同僚   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．配偶者、友人、親族 ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

仕事で困ったことができた場合次の人たちはどのくらい頼りになりますか 
   

１．直属の上司   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．職場の同僚   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．配偶者、友人、親族 ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 
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次の人たちはあなたの個人的な問題を相談したら、どれくらい聞いてくれますか 
  

１．直属の上司   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

２．職場の同僚   ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

３．配偶者、友人、親族 ①非常に ②ある程度ある ③少し ④まったくない ⑤そういう人はいない 

          

４）次のようなことがあなたの仕事でどのくらいの頻度で起きるかお答えください。 
  

 
①めったにない ②ごくたまにある ③時々ある ④しばしばある ⑤よくある 

  

１．非常に速く働かなければならないこと   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

２．とても一生懸命働かなければならないこと ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

３．時間がなくて仕事を処理しきれないこと   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

４．非常にたくさんの仕事をしなければならないこと ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

５．仕事の負荷が著しく増えること   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

６．仕事に必要な集中度が著しく増えること   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

７．ものごとを考えるスピードが著しく速くなること ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

８．学校で学んだ技能や知識を仕事で使うこと ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

９．自分の得意なことをする機会   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

１０．以前の経験や教育・訓練で得た技能を使えるこ

と 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

          

５）次の項目はあなたの仕事のいろいろな側面に関するものです。あなたの仕事ではそれぞれがどの程

度あるか数字でお答えください。 

 
①ほとんどない  ②少しある  ③いくらかある  ④かなりある  ⑤非常にある 

 

１．仕事の負荷がどのくらいゆるやかになることがありま

すか？ 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

２．集中して考える余裕はどのくらいありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

３．仕事の量はどのくらいありますか   ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

４．あなたはどのくらいの量の仕事をすることを期待され

ていますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

５．仕事をする時間的余裕はどのくらいありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
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６．いくつくらいの仕事（プロジェクト・割り当て・作業）を抱

えていますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

７．きつい仕事をしている合間に一時的に仕事がなくな

ることはどのくらいありますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

８．他の人の将来に対してどのくらい責任がありますか ①   ②   ③   ④   ⑤ 
 

９．他の人の仕事上の安全に対してどのくらい責任があ

りますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１０．他の人の労働意欲（モラール）に対してどのくらい責

任がありますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

１１.他の人の福祉や生活に対してどのくらい責任があり

ますか 
①   ②   ③   ④   ⑤ 

 

          

６）次の文章はあなたの仕事にどの程度当てはまるかお示しください 
   

①大いにあてはまる  ②どちらかといえばあてはまる  ③どちらかといえば違う  ④全く違う 
 

１．かなり注意を集中する必要がある     ①   ②   ③   ④ 
 

２．たくさんの異なった事柄を覚えておく必要がある   ①   ②   ③   ④ 
 

３．いつも仕事のことを考えていなければならない   ①   ②   ③   ④ 
 

４．気楽にしていても仕事を続けることができる   ①   ②   ③   ④ 
 

５．他のことを考えながらでも仕事を続けることができ

る 
  ①   ②   ③   ④ 
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3.DSM-Ⅳ「大うつ病エピソードの診断基準」 
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DSM-Ⅳ「大うつ病エピソードの診断基準」 

 

Ａ．以下の症状のうち５つ（またはそれ以上）が同じ 2週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしてい

る。これらの症状のうち少なくとも 1つは(1)抑うつ気分、あるいは(2)興味または喜びの喪失である。 

注）明らかに、一般身体疾患、または気分に一致しない妄想または幻覚による症状は含まない。 

   (1)その人自身の言明(例：悲しみまたは空虚感を感じる)か、他者の観察(例：涙を   

    流しているように見える）によって示される、ほとんど一日中、ほとんど毎日  

    の抑うつ気分 

    注：小児や青年ではいらだたしい気分もありうる 

   (2)ほとんど一日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動におけ   

    る興味、喜びの著しい減退（その人の言明、または他者の観察によって示される） 

   (3)食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加（例：一ヶ月で 

    体重の 5％以上の変化）、またはほとんどの毎日の食欲の減退、または増加 

   (4)ほとんど毎日の不眠または睡眠過多 

   (5)ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または静止（他者によって観察可能で、ただた 

    んに落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚でないもの） 

   (6)ほとんど毎日の疲労感または気力の減退 

   (7)ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感（妄想的であるこ 

    ともある。単に自分をとがめたり病気になったことに対する罪の意識ではない） 

   (8)思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる。（その人自身 

    の言明による、または他者によって観察される） 

   (9)死についての反復思考（死の恐怖だけではない）、特別な計画はないが反復的な自 

    殺念慮、または自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画 

Ｂ．症状は混合性エピソードの基準を満たさない。 

Ｃ．症状は臨床的に著しい、苦痛、または社会的、職業的または他の縦横な領域における機能の障害を引き起こ

している。 

Ｄ．症状は、物質（例：乱用薬物、投薬）の直接的な生理学的作用、または一般身体疾患（甲状腺機能低下症）

によるものではない。 

Ｅ．症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち、愛する者を失った後、症状が 2 カ月を超えて続くか、

または著名な機能不全、無価値観への病的なとらわれ、自殺念慮、精神病性の症状、精神運動静止があることで

特徴づけられる。 
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4.CES-D 
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この一週間のあなたの心や体の状況についてお聞きいたします。 

下の 20の質問を読んでください。各々の事柄について 

 もしこの 1週間でまったくないか、あっても 1日も続かない場合は【Ａ】 

 週のうち 1～2日なら【Ｂ】、 週のうち 3～4日なら【Ｃ】、 週のうち 5日以上なら【Ｄ】 のところを○で囲

んでください 

  
1.普段は何でもないことがわずらわしい。 A     B     C     D 

2.食べたくない。食欲が落ちた。 A     B     C     D 

3.家族や友人に励ましてもらっても元気が出ない。 A     B     C     D 

4.私は他の人と同じくらい能力があると思う A     B     C     D 

5.物事に集中できない。 A     B     C     D 

6.ゆううつだ A     B     C     D 

7.何をするのもめんどうだ。 A     B     C     D 

8.これから先のことについて積極的にかんがえることができる。 A     B     C     D 

9.過去のことについてくよくよ考える A     B     C     D 

10.何か恐ろしい気持ちがする A     B     C     D 

１１．なかなか眠れない A     B     C     D 

12.生活について不満なく過ごせる A     B     C     D 

13.普段より口数が少ない。口が重い。 A     B     C     D 

14.一人ぼっちでさびしい。 A     B     C     D 

15.皆がよそよそしいと思う。 A     B     C     D 

16.毎日が楽しい。 A     B     C     D 

17.急に泣き出すことがある。 A     B     C     D 

18.悲しいと感じる。 A     B     C     D 

19.皆が自分を嫌っていると感じる。 A     B     C     D 

20.仕事が手に付かない A     B     C     D 
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